
 

 

 

 

 

令和６年３月 
 

 

 

 

 

 

 

教育委員会定例会議案等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

新潟市教育委員会 

 

 



 

令和６年３月教育委員会定例会議事日程 

 

新潟市教育委員会 

日 時 令和６年３月１８日（月） 午後３時３０分 開会 

場 所 新潟市役所ふるまち庁舎４階 教育会議室１ 

日 程 第１ 会議録署名委員の指名 

 

第２ 付議 

議案第２２号 新潟市教育委員会組織規則の一部改正について・・・１ 

議案第２３号 新潟市教育委員会事務専決規程の一部改正について…１ 

議案第２４号 新潟市教育委員会傍聴人規則の一部改正について・・１ 

議案第２５号 教育財産の用途廃止について・・・・・・・・・・・17 

議案第２６号 事務局及び機関の長の人事について・・・・・当日配付 

 

第３ 報告 

・坂井輪中学校の震災対応について・・・・・・・・・・・・当日配付 

・第４次多忙化解消行動計画「教職員 Well-Being計画」について…別冊 

・新・新潟市教育ビジョンの策定について・・・・・・・・・当日配付 

・新潟市特別支援教育ビジョンについて・・・・・・・・・・・・別冊 

 

第４ 次回日程 

４月定例会 令和６年４月２６日（金）午後３時３０分  

 

第５ 閉会 

 

 

 



 

 

 

 

 

付議事件 



議
案

番
号

規
則

等
名
称

改
廃

区
分

制
定

・
改

正
内
容

備
考

施
行

日
所

管
所
属

○
組

織
改

正
に

伴
い

、
関

係
所

属
（

地
域

教
育

推
進

課
・

中
央

公
民

館
・

生
涯

学
習

セ
ン

タ
ー

）
に

係
る

規
定

の
整

備
を

行
う

も
の
。

○
学

校
支

援
課

に
「

地
域

ク
ラ

ブ
活

動
推

進
室

」
を

新
設

す
る

も
の
。

ま
た

同
課

の
分

掌
事

務
に

つ
い

て
、

ス
ク

ー
ル

バ
ス

及
び

通
学

に
関
す

る
記

載
を

加
え

る
も

の
。

○
服

務
に

関
す

る
事

項
表

の
う

ち
、

「
職

員
の

勤
務

時
間

の
割

振
り
に

関
す

る
要

綱
」

が
「

職
員

の
時

差
勤

務
の

取
扱

い
に

関
す

る
要

綱
」
と

名
称

が
変

わ
る

こ
と

に
よ

る
も

の
。

名
称

変
更

○
組

織
改

正
に

伴
い

、
地

域
教

育
推

進
課

の
個

別
専

決
事

項
が

、
生
涯

学
習

推
進

課
に

移
管

す
る

こ
と

に
よ

る
も

の
。

組
織

改
正

議
案

第
2
4
号

新
潟

市
教

育
委

員
会

傍
聴

人
規
則

一
部

改
正

○
教

育
委

員
会

会
議

に
お

い
て

、
教

育
長

が
特

に
必

要
と

認
め

る
場
合

に
限

り
、

傍
聴

人
定

数
を

超
え

た
傍

聴
を

可
能

と
す

る
も

の
。

R
6
.
4
.1

教
育

総
務
課

議
案

第
2
2
号

新
潟

市
教

育
委

員
会

組
織

規
則

R
6
.
4
.1

【
令

和
6
年

3
月

定
例

会
】

教
育

委
員

会
規

則
等

の
一

部
改

正
・

制
定

に
つ

い
て

教
育

総
務
課

一
部

改
正

組
織

改
正

議
案

第
2
3
号

R
6
.
4
.1

教
育

総
務
課

一
部

改
正

新
潟

市
教

育
委

員
会

事
務

専
決

規
程

付議1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
付議2



 新潟市教育委員会組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

  令和６年  月  日  

新潟市教育委員会  

                    教育長  

新潟市教育委員会規則第 号  

   新潟市教育委員会組織規則の一部を改正する規則  

 新潟市教育委員会組織規則（平成１９年新潟市教育委員会規則第６号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第３条地域教育推進課の項を削り、同条学校支援課の項中「庶務係」を「地域クラブ活

動推進室 庶務係」に改め、同条に次のように加える。  

 生涯学習推進課 地域学校協働推進室  

 第４条地域教育推進課の項を削り、同条学校支援課の項第４号の次に次の２号を加える。 

  （５） スクールバス及び通学に対する補助の総括に関すること。  

  （６） 地域クラブ活動の推進及び充実に関すること。  

 第４条に次のように加える。  

 生涯学習推進課  

  （１） 生涯学習推進施策の調整に関すること。  

  （２） 生涯学習施設の整備に係る連絡調整に関すること。  

  （３） 生涯学習に関する調査及び研究に関すること。  

  （４） 文化財の保護事務の連絡調整に関すること。  

  （５） 博物館の登録等の連絡調整に関すること。  

  （６） 社会教育委員に関すること。  

  （７） 生涯学習に係る情報の収集、提供及び相談に関すること。  

  （８） 社会教育団体の育成に関すること。  

  （９） 地域とともにある学校づくりの推進に関すること。  

付議3



  （１０） 青少年教育の推進に関すること。  

  （１１） 青少年の健全育成及び非行防止に関すること。  

  （１２） 社会環境浄化の調査及び啓発に関すること。  

  （１３） 成人団体及び青少年育成団体への支援並びに関係機関との連絡調整に関す

ること。  

  （１４） 学校施設の地域開放に係る企画、調整及び実施に関すること。  

  （１５） 学校開放に係る使用料の徴収に関すること。  

 第８条中第１号から第６号までを削り、第７号を第１号とし、第８号を第２号とし、第

９号を削り、第１０号を第３号とし、第１１号を第４号とし、第１２号を第５号とし、第

１３号を削り、第１４号を第６号とし、第１５号から第１８号までを８号ずつ繰り上げる。 

 第１０条中第１４号を第１５号とし、第１３号を第１４号とし、第１２号を第１３号と

し、第１１号の次に次の１号を加える。  

 （１２） 入徳館野外研修場及び芸術創造村・国際青少年センターに関すること。  

 第１８条第３号中「適応指導教室」を「子ども支援室」に改める。 

 第１９条の４第１５号中「共に歩む」を「ともにある」に、「地域教育推進課」を「生

涯学習推進課」に、「除く」を「除く。」に改める。  

   附 則  

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。  

付議4
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新
潟

市
教

育
委

員
会

組
織

規
則

の
一
部

を
改

正
す

る
規

則
案

 
新
旧

対
照

表
 

 ○
新

潟
市

教
育
委

員
会
組

織
規
則

(平
成
1
9年

新
潟
市

教
育

委
員

会
規
則

第
6
号
) 

(
下
線

部
分
は

改
正
部

分
) 

改
正
案

 
現

行
 

備
考

 

(
事
務

局
に
置

く
課
、

課
に

置
く

室
及
び

係
) 

(
事
務

局
に
置

く
課
、

課
に

置
く

室
及
び

係
) 

 

第
3条

 
事
務

局
に
次

に
掲

げ
る

課
を
、

課
に
次

に
掲
げ

る
室
及

び
係
を

置
く

。
 

第
3条

 
事
務

局
に
次

に
掲

げ
る

課
を
、

課
に
次

に
掲
げ

る
室
及

び
係
を

置
く

。
 

 

教
育

総
務

課
～
保

健
給
食

課
 
(
略

) 
教

育
総
務

課
～
保

健
給
食

課
 
(
略

) 
 

 
地

域
教
育

推
進

課
 

 

学
校

人
事

課
・
教

育
職
員

課
 
(
略

) 
学

校
人
事

課
・
教

育
職
員

課
 
(
略

) 
 

学
校

支
援

課
 
地

域
ク
ラ

ブ
活
動

推
進
室

 
庶
務

係
 

学
校

支
援

課
 
庶

務
係
 

 

特
別

支
援

教
育

課
 

特
別

支
援

教
育

課
 

 

生
涯

学
習

推
進
課

 
地
域

学
校
協

働
推
進

室
 

 
 

(
課
の

分
掌
事

務
) 

(
課
の

分
掌
事

務
) 

 

第
4条

 
前
条

に
規
定

す
る

課
の

分
掌
事

務
は
、

お
お
む

ね
次
の

と
お
り

と
す

る
。
 
第

4条
 
前
条

に
規
定

す
る

課
の

分
掌
事

務
は
、

お
お
む

ね
次
の

と
お
り

と
す

る
。
 
 

教
育

総
務

課
～
保

健
給
食

課
 
(
略

) 
教

育
総
務

課
～
保

健
給
食

課
 
(
略

) 
 

 
地

域
教
育

推
進

課
 

 

 
(
1
) 

青
少
年

教
育
の

推
進

に
関

す
る
こ

と
。
 

 

 
(
2
) 

青
少
年

の
健
全

育
成

及
び

非
行
防

止
に
関

す
る
こ

と
。
 

 

 
(
3
) 

社
会
環

境
浄
化

の
調

査
及

び
啓
発

に
関
す

る
こ
と

。
 

 

 
(
4
)
 

成
人

団
体

及
び

青
少

年
育

成
団

体
へ

の
支

援
並

び
に

関
係

機
関

と
の

連
絡

調
整

に
関
す

る
こ
と

。
 

 

 
(
5
) 

入
徳
館

野
外
研

修
場

、
芸

術
創
造

村
・
国

際
青

少
年

セ
ン

タ
ー
に

関
す

る
こ

と
。
 

 

付議5
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(
6
) 

地
域
と

共
に
歩

む
学

校
づ

く
り
の

推
進
に

関
す
る

こ
と

。
 

 

 
(
7
)
 

学
校

施
設

の
地

域
開

放
に

係
る

企
画

、
調

整
及

び
実

施
に

関
す

る
こ

と
。
 

 

 
(
8
) 

学
校
開

放
に
係

る
使

用
料

の
徴
収

に
関
す

る
こ
と

。
 

 

学
校

人
事

課
・
教

育
職
員

課
 
(
略

) 
学

校
人
事

課
・
教

育
職
員

課
 
(
略

) 
 

学
校

支
援

課
 

学
校

支
援

課
 

 

(
1
) 

教
育
課

程
の
編

成
及

び
実

施
の
指

導
に
関

す
る
こ

と
。
 

(
1
) 

教
育
課

程
の
編

成
及

び
実

施
の
指

導
に
関

す
る
こ

と
。
 

 

(
2
) 

教
科
書

そ
の
他

の
教

材
に

関
す
る

こ
と

。
 

(
2
) 

教
科
書

そ
の
他

の
教

材
に

関
す
る

こ
と

。
 

 

(
3
) 

市
立
高

等
学
校

及
び

中
等

教
育
学

校
の
入

学
者
選

抜
に
関

す
る
こ

と
。
 

(
3
) 

市
立
高

等
学
校

及
び

中
等

教
育
学

校
の
入

学
者
選

抜
に
関

す
る
こ

と
。
 
 

(
4
) 

教
育
相

談
セ
ン

タ
ー

の
管

理
及
び

連
絡
調

整
に
関

す
る
こ

と
。
 

(
4
) 

教
育
相

談
セ
ン

タ
ー

の
管

理
及
び

連
絡
調

整
に
関

す
る
こ

と
。
 

 

(
5
) 

ス
ク
ー

ル
バ
ス

及
び

通
学

に
対
す

る
補
助

の
総
括

に
関
す

る
こ
と

。
 

 
 

(
6
) 

地
域
ク

ラ
ブ
活

動
の

推
進

及
び
充

実
に
関

す
る
こ

と
。
 

 
 

特
別

支
援

教
育
課

 
(
略
) 

特
別

支
援

教
育
課

 
(
略
) 

 

生
涯

学
習

推
進

課
 

 
 

(
1
) 

生
涯
学

習
推
進

施
策

の
調

整
に
関

す
る
こ

と
。
 

 
 

(
2
) 

生
涯
学

習
施
設

の
整

備
に

係
る
連

絡
調
整

に
関
す

る
こ
と

。
 

 
 

(
3
) 

生
涯
学

習
に
関

す
る

調
査

及
び
研

究
に
関

す
る
こ

と
。
 

 
 

(
4
) 

文
化
財

の
保
護

事
務

の
連

絡
調
整

に
関
す

る
こ
と

。
 

 
 

(
5
) 

博
物
館

の
登
録

等
の

連
絡

調
整
に

関
す
る

こ
と

。
 

 
 

(
6
) 

社
会
教

育
委
員

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

(
7
) 

生
涯
学

習
に
係

る
情

報
の

収
集
、

提
供
及

び
相
談

に
関
す

る
こ
と

。
 

 
 

(
8
) 

社
会
教

育
団
体

の
育

成
に

関
す
る

こ
と

。
 

 
 

(
9
) 

地
域
と

と
も
に

あ
る

学
校

づ
く
り

の
推
進

に
関
す

る
こ
と

。
 

 
 

(
1
0)
 
青

少
年
教

育
の
推

進
に
関

す
る
こ

と
。
 

 
 

付議6
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(
1
1)
 
青

少
年
の

健
全
育

成
及
び

非
行
防

止
に
関

す
る
こ

と
。
 

 
 

(
1
2)
 
社

会
環
境

浄
化
の

調
査
及

び
啓
発

に
関
す

る
こ
と

。
 

 
 

(
1
3)
 

成
人

団
体

及
び

青
少

年
育

成
団

体
へ

の
支

援
並

び
に
関
係

機
関

と
の

連
絡

調
整

に
関
す

る
こ
と

。
 

 
 

(
1
4)
 

学
校

施
設

の
地

域
開

放
に

係
る

企
画

、
調

整
及

び
実
施
に

関
す

る
こ

と
。
 

 
 

(
1
5)
 
学

校
開
放

に
係
る

使
用
料

の
徴
収

に
関
す

る
こ
と

。
 

 
 

(
分
掌

事
務

) 
(
分
掌

事
務

) 
 

第
8条

 
生
涯

学
習
セ

ン
タ

ー
の

分
掌
事

務
は
、

お
お
む

ね
次
の

と
お
り

と
す

る
。
 
第

8条
 
生
涯

学
習
セ

ン
タ

ー
の

分
掌
事

務
は
、

お
お
む

ね
次
の

と
お
り

と
す

る
。
 
 

 
(
1
) 

生
涯
学

習
推
進

施
策

の
調

整
に
関

す
る
こ

と
。
 

 

 
(
2
) 

生
涯
学

習
施
設

の
整

備
に

係
る
連

絡
調
整

に
関
す

る
こ
と

。
 

 

 
(
3
) 

生
涯
学

習
に
関

す
る

調
査

及
び
研

究
に
関

す
る
こ

と
。
 

 

 
(
4
) 

文
化
財

の
保
護

事
務

の
連

絡
調
整

に
関
す

る
こ
と

。
 

 

 
(
5
) 

博
物
館

の
登
録

等
の

連
絡

調
整
に

関
す
る

こ
と

。
 

 

 
(
6
) 

社
会
教

育
委
員

に
関

す
る

こ
と

。
 

 

(
1
)・

(
2)
 
(
略
) 

(
7
)・

(
8)
 
(
略
) 

 

 
(
9
) 

生
涯
学

習
に
係

る
情

報
の

収
集
、

提
供
及

び
相
談

に
関
す

る
こ
と

。
 

 

(
3
)～

(
5)
 
(
略
) 

(
1
0)
～

(1
2
) 

(略
) 

 

 
(
1
3)
 
社

会
教
育

団
体
の

育
成
に

関
す
る

こ
と

。
 

 

(
6
)～

(
10
) 

(略
) 

(
1
4)
～

(1
8
) 

(略
) 

 

(
分
掌

事
務

) 
(
分
掌

事
務

) 
 

第
1
0条

 
中

央
公

民
館
の

分
掌
事

務
は
、

お
お
む

ね
次
の

と
お
り

と
す
る

。
 

第
1
0条

 
中

央
公

民
館
の

分
掌
事

務
は
、

お
お
む

ね
次
の

と
お
り

と
す
る

。
 

 

(
1
)～

(
11
) 

(略
) 

(
1
)～

(
11
) 

(略
) 

 

(
1
2)
 

入
徳

館
野

外
研

修
場
及
び

芸
術

創
造

村
・

国
際

青
少
年
セ

ン
タ

ー
に
関
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す
る

こ
と

。
 

(
1
3)
～

(1
5
) 

(略
) 

(
1
2)
～

(1
4
) 

(略
) 

 

（
分

掌
事

務
）
 

（
分

掌
事

務
）
 

 

第
18
条

 
教

育
相

談
セ

ン
タ
ー
（

分
室

を
除

く
。

）
の

分
掌
事
務

は
、

お
お
む

ね
次

の
と

お
り
と

す
る

。
 

第
18
条

 
教

育
相

談
セ

ン
タ
ー
（

分
室

を
除

く
。

）
の

分
掌
事
務

は
、

お
お
む

ね
次

の
と

お
り
と

す
る

。
 

 

(
1
)・

(
2)
 
(
略
) 

(
1
)・

(
2)
 
(
略
) 

 

(
3
) 

子
ど
も

支
援
室

の
運

営
に

関
す
る

こ
と
。
 

(
3
) 

適
応
指

導
教
室

の
運

営
に

関
す
る

こ
と
。
 

 

(
4
)～

(
9)
 （

略
）
 

(
4
)～

(
9)
 （

略
）
 

 

2
 
（

略
）
 

2
 
（

略
）
 

 

(
教
育

支
援
セ

ン
タ
ー

の
分

掌
事

務
) 

(
教
育

支
援
セ

ン
タ
ー

の
分

掌
事

務
) 

 

第
1
9条

の
4 

教
育
支

援
セ

ン
タ

ー
の
分

掌
事
務

は
、
お
お

む
ね

次
の
と

お
り
と

す

る
。
 

第
1
9条

の
4 

教
育
支

援
セ

ン
タ

ー
の
分

掌
事
務

は
、
お
お

む
ね

次
の
と

お
り
と

す

る
。
 

 

(
1
)～

(
14
) 

(略
) 

(
1
)～

(
14
) 

(略
) 

 

(
1
5)

 
地

域
と

と
も

に
あ

る
学

校
づ

く
り

の
推

進
に

関
す

る
こ

と
(
生

涯
学

習

推
進
課
の

所
管
す

る
も
の

を
除
く

。
)
。
 

(
1
5)

 
地

域
と

共
に

歩
む

学
校

づ
く

り
の

推
進

に
関

す
る

こ
と

(
地

域
教

育
推

進
課
の
所

管
す
る

も
の
を

除
く
)
。
 

 

(
1
6)
 

(略
) 

(
1
6)
 

(略
) 

 

 

付議8



 新潟市教育委員会事務専決規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

  令和６年３月  日 

                             新潟市教育委員会  

                             教育長 井崎 規之  

新潟市教育長訓令第 号 

   新潟市教育委員会事務専決規程の一部を改正する規程  

 新潟市教育委員会事務専決規程（平成１９年新潟市教育長訓令第３号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 別表のうち１の表の（２）の表１０の項中「職員の勤務時間の割振りに関する要綱」を

「職員の時差勤務の取扱いに関する要綱」に改め、別表のうち２の表の地域教育推進課の

表を削り、別表のうち２の表の特別支援教育課の表の次に次の１表を加える。  

生涯学習推進課   

項目  教育次長  課長  

１ 生涯学習の指導及び事業を決定し、これを実

施すること。  

重要なもの  軽易なもの  

２ 生涯学習推進団体との連絡に関する事務を処

理すること。  

重要なもの  軽易なもの  

３ 地域とともにある学校づくりの施策の推進及

び事業の計画を決定し、これを実施すること。 

重要なもの  軽易なもの  

４ 青少年教育の施策の推進及び事業の計画を決

定し、これを実施すること。  

重要なもの  軽易なもの  

５ 青少年健全育成の施策の推進及び事業の計画

を決定し、これを実施すること。  

重要なもの  軽易なもの  

６ 青少年育成団体との連絡に関する事務を処理  重要なもの  軽易なもの  

 

付議9



 すること。    

 別表のうち２の表の機関の表中４の項及び５の項を削り、６の項を４の項とする。  

   附 則  

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。  

付議10
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新
潟

市
教

育
委
員

会
事
務

専
決
規

程
の
一

部
を
改

正
す
る

規
程
案

 
新
旧

対
照

表
 

新
潟

市
教

育
委
員

会
事
務

専
決
規

程
(
平
成

19
年

教
育

長
訓

令
第

３
号

)
  

（
下

線
部

分
は
改

正
部
分

）
 

改
正

案
 

現
行
 

備
考
 

別
表

（
第

３
条
関

係
）
 

別
表

（
第

３
条
関

係
）
 

 

１
 
共
通

事
務
に

係
る
専

決
権
限

事
項

表
 

１
 
共
通

事
務
に

係
る
専

決
権
限

事
項

表
 

 

(
1
) 
（
略

）
 

(
1
) 
（
略

）
 

 

(
2
) 

服
務
に

関
す
る

事
項

表
 

(
2
) 

服
務
に

関
す
る

事
項

表
 

 

 
項

目
 

教
育

次
長
 

課
長

等
 

 
 

項
目
 

教
育

次
長
 

課
長

等
 

 
 

 
1
～

9 
（

略
）
 

 
 

 
 

1
～

9 
（

略
）
 

 
 

 
 

 
1
0
 
職
員

の
時
差

勤
務
の

取
扱
い

に
関

す
る

要
綱
（

平
成

18
年
７

月
１

日
施

行
）
に

基
づ
く

職
員

の
正

規
の

勤
務
時

間
の
割

振
り

を
変

更
し

、
及
び

こ
れ
ら

を
職

員
に

通
知

す
る
こ

と
。
 

教
育

次
長

、

事
務

局
参

事
、

課
長

等
 

課
等

の
職

員
 

 
 

1
0
 
職
員

の
勤
務

時
間
の

割
振
り

に
関

す
る

要
綱

（
平
成

1
8年

７
月

１
日

施

行
）

に
基

づ
く
職

員
の
正

規
の
勤

務

時
間

の
割

振
り
を

変
更
し

、
及
び

こ

れ
ら

を
職

員
に
通

知
す
る

こ
と

。
 

教
育

次
長

、
事

務
局

参
事

、
課

長
等
 

課
等

の
職

員
 

 
 

 
1
1
～
1
7（

略
）
 
 

 
 

 
 

1
1
～
1
7（

略
）
 

 
 

 
 

２
 
個
別

事
務
に

係
る
専

決
権
限

事
項

表
 

２
 
個
別

事
務
に

係
る
専

決
権
限

事
項

表
 

 

教
育

総
務

課
～
保

健
給
食

課
（
略

）
 

教
育

総
務

課
～
保

健
給
食

課
（
略

）
 

 

 
 

 
 

 
地

域
教
育

推
進

課
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

項
目
 

教
育

次
長
 

課
長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

１
 
青
少

年
教
育

の
施
策

の
推
進

及
び

事
業

の
計

画
を
決

定
し
、

こ
れ
を

実

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
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 施

す
る
こ

と
。
 

 
 

 
 

 
 

２
 
青
少

年
健
全

育
成
の

施
策
の

推
進

及
び

事
業

の
計
画

を
決
定

し
、
こ

れ

を
実

施
す

る
こ
と

。
 

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

３
 
青
少

年
育
成

団
体
と

の
連
絡

に
関

す
る

事
務

を
処
理

す
る
こ

と
。
 

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

４
 
地
域

と
と
も

に
歩
む

学
校
づ

く
り

の
施

策
の

推
進
及

び
事
業

の
計
画

を

決
定

し
、

こ
れ
を

実
施
す

る
こ
と

。
 

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
 

 
 

 
学

校
人
事

課
～
特

別
支
援

教
育

課
（
略

）
 

 
学

校
人
事

課
～
特

別
支
援

教
育

課
（
略

）
 

 

 
生

涯
学
習

推
進

課
 

 
 

 
 

 
 

 

 
項

目
 

教
育

次
長
 

課
長
 

 
 

 
 

 
 

 

 
１

 
生
涯

学
習
の

指
導
及

び
事
業

を
決

定
し

、
こ

れ
を
実

施
す
る

こ
と

。
 

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
 

 
 

 
 

 
 

 

 
２

 
生
涯

学
習
推

進
団
体

と
の
連

絡
に

関
す

る
事

務
を
処

理
す
る

こ
と

。
 

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
 

 
 

 
 

 
 

 

 
３

 
地
域

と
と
も

に
あ
る

学
校
づ

く
り

の
施

策
の

推
進
及

び
事
業

の
計
画

を

決
定

し
、

こ
れ
を

実
施
す

る
こ
と

。
 

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
 

 
 

 

 
 

 
 

 
４

 
青
少

年
教
育

の
施
策

の
推
進

及
び

事
業

の
計

画
を
決

定
し
、

こ
れ
を

実

施
す

る
こ

と
。
 

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
 

 
 

 
 

 
 

 

 
５

 
青
少

年
健
全

育
成
の

施
策
の

推
進

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
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及
び

事
業

の
計
画

を
決
定

し
、
こ

れ

を
実

施
す

る
こ
と

。
 

 
６

 
青
少

年
育
成

団
体
と

の
連
絡

に
関

す
る

事
務

を
処
理

す
る
こ

と
。
 

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
機

関
 

 
 

 
機

関
 

 
 

 

 
項

目
 

教
育

次
長
 

機
関

の
長
 

 
 

項
目
 

教
育

次
長
 

機
関

の
長
 

 
 

 
１

 
事
業

の
計
画

を
決
定

し
、
こ

れ
を

実
施

す
る

こ
と

。
 

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
 

 
 

１
 
事
業

の
計
画

を
決
定

し
、
こ

れ
を

実
施

す
る

こ
と

。
 

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
 

 
 

 
２

 
施
設

、
設
備

、
備
品

等
の
利

用
に

関
す

る
事

務
を
処

理
す
る

こ
と

。
 

 
○
 

 
 

２
 
施
設

、
設
備

、
備
品

等
の
利

用
に

関
す

る
事

務
を
処

理
す
る

こ
と

。
 

 
○
 

 
 

 
３

 
施
設

を
臨
時

に
開
館

し
、
又

は
休

館
す

る
こ

と
。
 

○
 

 
 

 
３

 
施
設

を
臨
時

に
開
館

し
、
又

は
休

館
す

る
こ

と
。
 

○
 

 
 

 

 
４

 
学
区

外
就
学

に
関
す

る
こ
と

。
 

 
教

育
支
援

セ

ン
タ

ー
 

 
 

４
 
生
涯

学
習
の

指
導
及

び
事
業

の
決

定
を

し
、

こ
れ
を

実
施
す

る
こ
と

。
 

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

５
 
生
涯

学
習
推

進
団
体

と
の
連

絡
に

関
す

る
事

務
を
処

理
す
る

こ
と

。
 

重
要

な
も

の
 

軽
易

な
も

の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

６
 
学
区

外
就
学

に
関
す

る
こ
と

。
 

 
教

育
支
援

セ

ン
タ

ー
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新潟市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年  月  日 

                    新潟市教育委員会 

教育長      

新潟市教育委員会規則第  号 

新潟市教育委員会傍聴人規則の一部を改正する規則 

新潟市教育委員会傍聴人規則（昭和３５年新潟市教育委員会規則第６号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

付議15



1
/
1 

新
潟

市
教

育
委

員
会
傍

聴
人

規
則

の
一
部

を
介

す
る
規

則
案
 
新

旧
対
照

表
 

新
潟

市
教

育
委

員
会
傍

聴
人

規
則

(昭
和
3
5年

教
委

規
則
第

6号
)
 

（
下

線
部

分
は

改
正
部

分
）

改
正

後
（

案
）

 
現

行
 

第
３

条
 

傍
聴

人
の

定
員

は
2
0
人

と
す

る
。

た
だ

し
、

教
育

長
が

特
に

必
要

が
あ

る
と

認

め
る

と
き

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

第
３

条
 

傍
聴

人
の

定
員

は
2
0
人

と
す

る
。

 

２
・

３
 

（
略

）
 

２
・

３
 

（
略

）
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議案第２５号 

 

教育財産の用途廃止について 

 
新潟市立豊栄南小学校、牡丹山幼稚園及び市之瀬幼稚園の閉校・閉園に伴い、土地及び建

物を用途廃止したいため議決を求める。 
 

令和６年３月１８日提出 
 

新潟市教育委員会 
教育長 井崎 規之 

 
 

別紙資料のとおり 

  

付議17



 

 
教育財産の用途廃止について 

 
１ 内容  

豊栄南小学校は、児童数の減少等の理由により、令和 6 年 4 月 1 日より葛塚小学校と統合をする

ことから、豊栄南小学校の土地および建物・工作物を同日付けで用途廃止する。 

また、新潟市立幼稚園再編実施計画に基づき、牡丹山幼稚園及び市之瀬幼稚園は令和 6年 3月 31

日で閉園となることから、令和 6年 4月 1 日付けで土地および建物を用途廃止する。 

 
２ 用途廃止する教育財産 

○豊栄南小学校：新潟市北区長場字川東 2584 

ア．土地  面積  18,347.00 ㎡ 

評価額  88,066,000 円（4,800 円/㎡） 

イ．建物  延床面積  3,344.47 ㎡（校舎：鉄筋コンクリート造３階建て） 

（体育館：鉄骨造２階建て） 

評価額  26,237,000 円 

 

○牡丹山幼稚園：新潟市東区牡丹山 6 丁目 1090－1 

ア．建物  延床面積    849.3 ㎡（園舎：鉄筋コンクリート造平屋建て） 

評価額   3,163,000 円 

 

○市之瀬幼稚園：新潟市秋葉区市之瀬 349-1 

ア．土地  面積   4609.28 ㎡ 

評価額  26,734,000 円（5,800 円/㎡） 

イ．建物  延床面積   507.53 ㎡（園舎：木造平屋建て） 

評価額     15,541,000 円 

 
３ その他 

牡丹山幼稚園については、牡丹山小学校用地に園舎が建設されていることから土地にかかる用途

廃止は不要。 
用途廃止後の土地・建物の利活用については未定。 
 
 
 
 
 
 

令和６年３月１８日 
教 育 委 員 会 定 例 会 
施 設 課 

付議18



 

 

 

 

 

報  告 

 

 

 



 

   坂井輪中学校の震災対応について 

 

【現 状】 

・ ２月２９日（木）と３月１日（金）に新通小学校を借用していた坂井輪中学校の３

年生が小学校の児童・教職員に対する感謝の会を実施し、メッセージと坂井輪中学校

校歌・大地讃頌の合唱を披露して感謝の気持ちを伝えた。 

 

 

 

 

 

 

 

・ ３月５日（火）に卒業証書授与式が新潟テルサで、全校生徒と３年生保護者が参加

して挙行された。（学校人事課、学校支援課の担当も参加した。） 

 

 

 

 

 

 

 

・ ３月１５日（金）に終業式が行われ、令和５年度の教育課程を修了した。なお、今

年度の学習の定着状況を確かめるため、新年度４月９日（火）・１０日（水）に確認

テストを実施する。 

  ・ 部活動については、新通小、坂井東小、新通つばさ小の体育館及びグラウンドと坂井

輪地区公民館などの市の施設を利用して実施されている。 

 

【今後の予定】  

 ・ 日程と会場が決まっている行事は、以下のようである。 

３月２５日（月） 離任式（１・２年生：オンライン、３年生：武道館に参集） 

４月 ４日（木） 入学式（新潟テルサ） 

１０月 ７日（月） 体育祭（ＨＡＲＤ ＯＦ ＥＣＯスタジアム新潟） 

  ・ 新年度より 1 年生が新通小、２ ・３年生が坂井輪中で分かれて教育活動を進めるが、

改修を終えた体育館などで参集の機会を設けたり、オンラインでの関わりを増やした

りしながら生徒間の交流が図られるようにする。学校では、現在、委員会活動、市内大

会激励会、体育祭の準備を進めている。 

 

【教育委員会の支援】 

 ・ 教育課程に関すること、主に履修状況の確認、状況に応じた指導・支援を行う。 

・ 入学式や体育祭などの学校行事に関わり、全校生徒が滞りなくバスで移動し、実施

できるようにする。 

令和 6 年３月 1８日 
学 校 支 援 課 
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。
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教職員 Well-Being 計画 
（第４次多忙化解消行動計画） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月 

新潟市教育委員会 

 

学校園が地域・社会の中で信頼され、子どもが輝き、充実した学校園生活

を送るためには、そこで働く教職員が自らのワーク・ライフ・バランスを確

立し、心身ともに健康であり、生き生きと子どもに向き合う環境であること

が基盤となります。魅力ある教職員を育成し、質の高い教育活動を維持・発

展させるため、学校園・教育委員会・地域・保護者等が一体となって働き方

改革を推進し、教職員の Well-Being を向上していきます。 

  

教育の本質を見つめ、教育の充実とその職務のやりがいを大切にしなが

ら、これまでの「協働・分担」を充実させていきます。 

 

そして、時間外在校等時間の短縮だけでなく、教育を行う幸せも大切にし

ていきます。 
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第１章 教職員 Well-Being 計画策定の趣旨及び本市のこれ

までの取組 

 

１ 教職員 Well-Being 計画策定の趣旨 

 ２０１９年より私たちの生活に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症も５類感染症

に移行し、アフターコロナと言われています。この数年で大きく学校の働き方が変化し、教育をよ

り推進しようと教育活動を再構築し、熟慮して工夫を重ねてきました。このように急激な変化が進

む中で、未来社会 Society5.0 を自立的に生き、社会形成の参画に必要な資質・能力を育成するこ

とがこれからも求められています。充実した教育を推進するためには、教職員の働き方改革をより

精選しつつ、社会の変化にも対応した魅力ある教職員であり続けることが大切だと考えます。 

令和５年４月に、文部科学省から教員勤務実態調査（令和４年度）の速報値が公表され、全ての

職種について時間外在校等時間が減少したものの、依然として長時間勤務の教員が多い状況がある

という実態が明らかになりました。 

本市でも、時間外在校等時間の縮減が進んできたものの、いまだ長時間の教職員がいる現状があ

ります。加えて、社会環境の変化からくる多岐にわたる教育問題への対応など、教職員が時間には

表れにくい精神的なストレスを抱えている現状があります。 

また、教員の厳しい勤務の実態が明らかになる中、教員不足が全国的に問題となり、これまで高

い成果を上げてきた学校教育を維持・向上させることが難しくなりつつあります。 

充実した教育環境を維持・発展させるためには、教職員の働き方改革と併せて、教育に対するや

りがいと意欲をもって職務にあたることができる環境が大切になります。また、今後の教育を考え

るうえで、意欲と能力のある人材が教職員を志す環境を整備していく必要があります。 

教職員 Well-Being 計画では、未来の学校を見据え、全てが満たされ継続性のある幸福を意味す

る Well-Being の実現を目指し、本市がこれまで積み上げてきた多忙化解消のための取組の成果を

基盤とし、教職員個々の働き方に関する意識を高め、学校園、地域・社会・保護者、教育委員会等

がこれまで以上に一体となって目標を達成していくための具体的な方針を示しました。 

 

本市が考える「教職員 Well-Being」とは 

 ① 現在本市で勤務する教職員及び未来に本市で勤務する教職員が、働き甲斐をもって教育に

専念できる状況であること 

 ② 本市の子どもたちがこれからの社会をたくましく生き抜く力を育成できる教育状況であ

ること 

 ③ 学・社・民の融合による人づくり、地域づくり、学校づくりにより、本市の地域・社会・

学校が一体となって子どもの育成環境を充実させていく状況であること 

 

２ 本市のこれまでの取組 

新潟市教育委員会では、平成 29 年５月に多忙化解消検討会を立ち上げ、各課を横断したワーキ

ングチームにより検討を重ねてきました。その後、多忙化解消検討会議等での外部委員の意見をふ

まえ、平成 30 年３月に「第２次多忙化解消行動計画」を策定し、取組を進め、その課題と成果をも

とに令和３年３月に「第３次多忙化解消行動計画」を策定し、「協働」と「分担」をキーワードに

取組を行ってきました。 

 

（１）平成 29 年度に開始した取組 

  ①ワーキングチーム会議の開催 

〇Ｈ29  ６回 〇Ｈ30 ５回 〇Ｒ１ ７回  〇Ｒ２ ６回 



2 
 

②ワーキングチームによる現地視察（鳥屋野小学校、上山中学校）９月 26 日 

 ※教育委員会各課の課長補佐級のワーキングチームを立ち上げ、委員会内の課同士が連携

して多忙化解消に取り組んで行く仕組みができました。 

③多忙化解消検討会議  

 〇Ｈ29 ９月、12 月、２月  〇Ｈ30 ２月  〇Ｒ１ ２月  〇Ｒ２ 12 月、１月 

※学識経験者、社会保険労務士、ＰＴＡ代表、学校園の各職の代表者による多忙化解消の

ための会議を開催し、本市の教職員の働き方改革の進捗状況の確認や、改善のための話

し合いを行っています。 

  ④出退勤管理システムの導入 

   ※教職員が自身の出勤時刻と退勤時刻を毎日ＰＣに入力することにより、市立学校園の全

教職員の在校等時間を把握することができるようになりました。 

 

（２）平成 30 年度に開始した取組 

①働き方改革研修会の開催  

〇Ｈ30 ４月、５月、６月、８月  〇Ｒ１ ７月、９月  〇Ｒ２ 11 月 

②長期休業中の学校園閉庁日及び休暇取得促進日の実施、拡大 

 ※夏季休業中のお盆期間、年末年始の休日の前後に設定し、その期間は教育委員会で緊急

時の対応を行うこととしました。 

③スクールロイヤー制度の導入 

    ※価値観やニーズが多様化、複雑化する中で、問題の適切な解決と教職員の精神的な負

担の軽減という働き方改革の視点から導入しました。 

④新潟市立中学校部活動ガイドラインの策定   

⑤学校事務支援員の配置 

 ※教職員の負担軽減を図り、児童生徒への指導及び教材研究等に注力できる体制を構築す

ることを目的として配置しました。 

⑥統一ルールによる時間外電話応対の実施（ＰＴＡ・地域への協力要請） 

 

（３）令和元年度の取組 

  ①「やろてば新潟フォーラム」の開催（12月） 

※多忙化解消の取組について、成果の共有と発信を目的に、６グループでのポスターセッショ

ンや、小・中学校３校からの実践発表を行いました。市内、県内外から約 230 名の参加があ

りました。 

②第２次多忙化解消行動計画の改定（３月） 

 ※給特法が改正され、本市においても教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例や教育委

員会規則を改正しました。在校等時間の上限を設定することにあわせ、第２次計画の改

定を行いました。 

③コンサルタント導入による業務改善 

 

（４）令和２年度の取組 

①時差勤務の試行（７月～） 

 ※通常の勤務時間よりも 30 分又は１時間の早出・遅出を可能とする勤務形態の試行を開

始しました。 

   ②第３次多忙化解消行動計画の策定（３月） 

    ※「協働」と「分担」による新しい学校生活様式の創造を目指し、多忙化解消行動計画の

改定を行いました。 

 

 （５）令和３年度の取組 

   ①統合型校務支援システムの導入（４月～） 

    ※小・中・特支・中等・高校において、統合型校務支援システム（C4th）を導入し、本市

全体で統一した運用を開始しました。出退勤については、タブレットを利用した客観的
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システムとなりました。 

   ②１人１台端末(iPad)の導入（４月～） 

    ※GIGA スクール構想に伴い、１人１台端末環境となり、授業改革を進めました。 

   ③部活動地域移行モデル事業開始（４月～） 

   ④小学校教科担任制の拡充（４月～） 

   ⑤オンライン会議への転換（４月～） 

 

 

 （６）令和４年度の取組 

   ①教頭の多忙化解消を重点とした取組 

    ※時間外在校等時間が 80 時間を超える教頭及びその学校長は、教頭業務改善計画書の作

成を行い、改善策を教育委員会と一体となって進めました。（10月～） 

    ※教頭の標準的な職務表を作成し、教頭業務の改善に活用してもらいました。（４月～） 

   ②子ども支援コーディネーター加配の配置 

    ※モデルとして、２中学校区に生徒指導の小中連携をねらって、加配教員を配置しました。

加配教員は、中学校区の小学校を兼ねて勤務し、中学校全体の生徒指導体制の充実を図

りました。 

    

 （７）令和５年度の取組 

   ①統一ルールによる電話応対時間の見直し（10 月～） 

    ※中学校、中等教育学校、高等学校の夕方の電話応対終了時刻について、各校の実情に応

じて 18：00～19：00 の間で設定可能と変更しました。 

②教職員 Well-Being 計画の策定（３月） 
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第２章 第３次多忙化解消行動計画の成果と課題 

（令和３年度～令和５年度） 
 
１ 行動計画の目標について 

(1) 指標の達成状況について 

 第３次多忙化解消行動計画では、第２次多忙化解消行動計画から引き続き、以下の指標に基づき、

教職員の時間外在校等時間の縮減に向けて取り組んできました。 

 
 ＜①について＞ ※令和５年度は４月～12 月の平均 

 
令和３年度からは、校務支援システムによるタブレットのタッチでの客観的な出退勤の記録が実

現し、それまでの各自のパソコンでの入力と比較し、格段に精度が上がったものと思われます。し

かしながら、新型コロナウイルス感染症による教育活動の変更や中止・縮小など社会の大きな変化

があったことで各年度を単純に比較することはできません。また、個別最適化の学習を踏まえ、一

人１台のタブレットが令和３年度に本格導入され、教師の授業改革も一段と変化があった年となり

ました。そのような中、第３次多忙化解消行動計画をもとに取組が進められ、少しずつ改善がみら

れてきました。この３年間の４月から 12月の時間外在校等時間の変化は下の通りです。 

 
                    （対象：市内学校園に勤務する教職員約 4,500 名） 

61.4%
56.5%

74.2% 71.7%

95.1%

61.0%

75.9%

60.6%

93.3%

74.6%

91.9%

71.5%

80.9%

66.4%

93.9%

77.9%

90.6%

76.5%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

小学校 中学校 特別

支援学校

中等・

高等学校

幼稚園 全体

時間外在校等時間（45時間以下）の割合（４～12月）

R3 R4 R5

【指標】 
  ① １か月の平均時間外在校等時間について、45時間以内にする。 

  ② １年間の時間外在校等時間について、360 時間以内にする。 

  ③ １年間 14 日以上の年次有給休暇を取得する教職員を増やす。 

月あたり 45 時間以下の割合 (令和３年度)64.4% →(令和４年度)73.5% →(令和５年度)76.5% 

月あたり 80 時間超の割合  (令和３年度)1.5% →(令和４年度)0.8% →(令和５年度)0.7% 
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 しかし、時間外在校等時間が短くはなってきているものの、職種によって大きく差があることが

課題となります。下記のグラフから分かるように、特に教頭職の時間外在校等時間月平均 45 時間

以内の割合は、20.2％にとどまっています。今後も継続して職種に応じた重点的な取組を行ってい

く必要があります。 
 

 
 
 
＜②について＞  

 
※令和５年度の数値は４～12月までに月の平均時間外在校等時間が 30 時間以下の教職員の割合 

87.3%

10.3%

26.1%

60.5%

88.4% 89.8%
96.9%96.0%

12.6%

30.4%

70.5%

94.2% 89.7%

97.7%
96.0%

20.2%

52.2%

76.0%

96.4%

92.0%

99.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

校園長 教頭 主幹教諭 教諭等 養護教諭等 栄養教諭等 事務職員等

職種別時間外在校等時間平均45時間以内の割合（４～12月）

R3 R4 R5

34.8% 32.1% 34.5%

48.3%
54.5%

77.8%

41.4% 39.9% 38.1%

69.7%
55.8%

81.1%

44.5%
44.1% 40.2%

71.8%

54.7%

87.5%

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%

全体 小学校 中学校 特別

支援学校

高校・

中等教育学校

幼稚園

時間外在校等時間・年間360時間以内の割合

R3 R4 R5
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 第３次多忙化解消行動計画の取組により、年間360時間以内の割合は増加してきました。しかし、

小中学校においては 50％を下回っており、いまだ時間外在校等時間が月平均 30 時間以上である状

況です。要因として、小学校では担当する授業時間数が多く、打合せや事務処理の業務が放課後に

集中してしまうことが考えられます。一方中学校では、放課後に部活動を行うため、事務処理の業

務がその後になったり、部活動そのものが勤務時間終了後まで行われていたりといったことが考え

られます。 

 また、月の勤務日数が20日だとすると、時間外在校等時間を月平均30時間以内にするためには、

１日あたり１時間 30 分以内となります。教職員の勤務開始時刻前に児童生徒が登校する現状を考

えると教職員は勤務開始時刻より前から勤務をしている現状があります。年間 360 時間以内の目標

達成まではさらに取組を工夫する必要があります。 

 
＜③について＞ 

 
休暇取得促進日の設定の取組や学校閉庁日の設定の取組もあり、教職員が計画的に休暇を取得し

て自分時間をつくることがより良い教育を行う基盤になるという認識が高まってきています。第３

次多忙化解消行動計画の取組により、それまで半数程度の割合だったものが、７割弱の割合にまで

向上してきています。今後 100％の達成を目指すためには、長期休業中に設定された上記の取組に

加え、長期休業期間以外でも「協働・分担」を工夫し、休み方改革（※コラム）を進める必要があ

ります。 
また、休みや業務時間外の時間を充実させることは、新しいことにチャレンジすることやコミュ

ニケーションの場を拡大することにつながり、教職員の人間力を向上させるものであるという意識

改革を継続して行う必要があります。 
 

(2) 勤務実態調査等の結果について 

 本市では、働き方改革等の進捗を把握し、今後の取組に生かすために毎年 11 月頃、教職員に対

し勤務実態調査を行っています。また併せて同期間に学校に対し、学校実態調査を実施しています。 

 この調査の分析により、第３次多忙化解消行動計画を取り組んだ３年間での成果と課題は次の通

りです。 

○出退勤記録システムの効果について 

 

 第３次多忙化解消行動計画の

開始とともに、統合型校務支援

システムによる出退勤の客観的

な記録を行いました。入力につ

いてはタブレット端末をタップ

することで記録される仕組みを

導入しました。効果を感じてい

る割合は、95.3％になっていま

す。あまり効果を感じられない

要因としては、幼稚園にまだ導

入されていないことや給食セン

ターなど外部の施設で勤務する

職員がおり、入力に時間を要す

ることなどが考えられます。 

 

 

年間 14 日以上の年次有給休暇を取得した教職員の割合 

(令和３年度)63.0% →(令和４年度)68.5%   

46.2%
49.1%

4.1% 0.6%
R5出退校簿の効果について

効果を大いに感じている 効果を感じている

効果はあまり感じられない 効果は感じられない
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○月 45 時間以内、年 360 時間以内を目指して勤務しているかについて 

 時間外在校等時間について、月 45 時間以内や年間 360 時間以内を意識して勤務している教職員

の割合が令和３年度から令和５年度にかけて 10 ポイント以上向上しています。出退勤の管理シス

テム同様、自己の働き方に対する意識が向上してきているためと考えています。一方、２割程度の

教職員が目指していないと回答しています。この回答の中には目指さなくても月 45 時間以内の勤

務状況である場合の教職員が多いですが、中には長時間であることにあまり意識が向いていない教

職員もいる状況です。 

 

○時差勤務の導入と活用について 

 時差勤務を導入する学校が増加してきました。多様な生活状況にあわせて柔軟に活用できている

27.5%

39.8%

20.4%

10.6% 1.7%

R3：月45時間以内、年360時間以内を目

指して勤務しているか

勤務している

どちらかというと目指して勤務している

どちらかというと目指して勤務していな

い
目指して勤務していない

無回答

37.7
%

40.0
%

12.7
%

9.6% 0.0%

R5：月45時間以内、年360時間以内を

目指して勤務しているか

勤務している

どちらかというと目指して勤務している

どちらかというと目指して勤務していない

目指して勤務していない

無回答

32.1%

24.1%
10.5%

33.3%

R3：時差勤務の導入と活用について

時差勤務を導入して，有効に活用できている

時差勤務を導入しているが，うまく活用はできていな

い
今後時差勤務を導入する予定である

現在のところ時差勤務の導入予定はない

54.4%
14.6%

11.7%

19.3%

R5：時差勤務の導入と活用について

時差勤務を導入して，有効に活用できている

時差勤務を導入しているが，うまく活用はできていな

い
今後時差勤務を導入する予定である

現在のところ時差勤務の導入予定はない
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ことが活用の利点となっています。一方、時差勤務により打ち合わせ時間がそろわないなどの課題

も聞かれました。ICT の利活用を通して、今後工夫していけるとさらに良い活用ができそうです。 

 

○教職員のストレス状況の自己評価の推移について 

 令和３年度から令和５年度の３年間で、ストレスの状況について変化はほとんど見られません。 

 ストレス７以上の教職員が３割程度います。 

 

○平日の持ち帰り仕事について 

 平日の持ち帰り仕事は、幼稚園、小学校の順に多く、その中でも教諭、栄養教諭（栄養職員）、主

幹教諭が多いことが分かります。 

1.8%

4.9%
6.8%

13.5%

8.2%

18.8%

13.3% 14.3%
12.9%

2.9% 2.5%2.5%
4.3%

9.7%

14.8%

9.2%

19.8%

10.7%
12.2% 11.4%

2.7% 2.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

教職員ストレス度合い

R3 R4 R5

46.9%
58.0%

82.4%

61.4%

25.0%

51.9%

16.8%
12.4%

8.8%

14.0%

25.0%

15.1%

21.8% 15.4%

8.8%

17.5%

25.0%

19.2%

8.7% 8.6%

0.0%
5.3%

25.0% 8.4%3.7% 4.2%
0.0% 1.8% 0.0%

3.7%1.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0%
0.7% 0.7% 0.0% 0.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

小学校 中学校 中等高等 特別支援 幼稚園 R5全体

R5平日持ち帰り仕事校種別

いいえ はい1～30分 はい31～60分 はい61～90分
はい91～120分 はい121～150分 はい151分以上
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○休憩時間の確保について 

 

児童生徒への対応や事務業務の処理に時間を費やし、休憩時間（実際に休憩したと思う時間）は

少ないことが分かります。 

 

35.2%

39.6%

18.2%

6.9%

37.7%
40.8%

15.5%

6.0%

39.0% 38.8%

17.4%

7.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

0分 1分～15分 16分～30分 31分～45分

実際に休憩した（と思う）時間

R3 R4 R5

75.0% 71.9%
60.0%

44.6%

96.3%

54.2%

87.3%

51.9%

10.3%
10.1%

0.0%

17.3%

1.2%

4.2%

5.6%

15.1%

8.8% 12.4%

40.0%

21.9%

1.2%

25.0%

5.6%

19.2%

0.0%
2.2%

0.0%
4.3%

1.2%

8.3%

0.0%

3.7%
0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0%

0.0%
1.4% 1.0%

0.0%
0.0% 0.8% 0.0% 4.2% 0.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

校園長 教頭 主幹 教諭等 事務 栄養 養護 全体

R5平日持ち帰り仕事職種別

いいえ はい1～30分 はい31～60分 はい61～90分
はい91～120分 はい121～150分 はい151分以上
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２ 「協働・分担」の 35 の取組について 

(1)【窓 1】地域・保護者・外部人材等との協働・分担 

取組 

番号 
取組内容 取組の成果や課題と今後の方針 

① 
学校事務支援員の

配置 

第３次多忙化解消行動計画開始前の R２年度（25校）の３倍以

上の学校に、教員業務支援員を配置できた。配置されたすべて

の学校が、その効果を実感している。その一方、新型コロナウ

イルス感染症の５類への変更に伴い、スクール・サポート・ス

タッフの配置が R５年７月末で終了した。学校現場からＳＳＳ

の配置継続の要望は多い。今後は、全校への教員業務支援員配

置を目指していく。【継続】 

② 

スクールロイヤー

による問題の早期

解決・未然防止 

法的なアドバイスをいただき、他課と情報共有をしながら学校

支援に生かすことができた。対応の難しい保護者に対しては、

学校問題対応チームが適用された。【継続】 

③ 

部活動指導員の配

置、休日の部活動

の段階的な地域移

行 

R５年度は部活動指導員 18 名を配置した。うち１名は２校兼務

で実施した。新規５校を加え９校のモデル事業の成果を検証し

た。実施主体の在り方や類型の大きな手掛かりとなった。これ

らを基に、市内中学校に情報提供したり、新潟市の考え方を示

したりし、多くの学校で部活動の縮小化を進め始めている。R８

から平日も含めた地域移行を推進する。【継続】 

④ 
登下校時の見守り

体制の構築 

全小学校で「子ども見守り隊」による見守り活動が定着してい

る。次期行動計画には掲載しない。【完了】 

⑤ 

清掃、休憩時間等

における外部人材

の導入 

休憩時間の見守りについて、地域人材を活用している学校の事

例を取材し、働き方改革通信で紹介した。中教審の緊急提言を

参考に、清掃及び休憩時間の見守りについて、教員業務支援員

の実施要領を見直し、可能な業務に加えていく。【第４次「清

掃・休み時間支援スタッフの導入」へ継承】 

⑥ 

地域と学校パート

ナーシップ事業の

工夫改善 

全校で学校運営協議会（ＣＳ）が導入されたことに伴い、事業

報告書の書式から推進会議の欄を削除し、簡略化を図った。

【第４次窓１ー⑤「ＣＳと地域と学校パートナーシップ事業の

一体的推進」へ継承】 

⑦ 

コミュニティ・ス

クール推進事業を

通じた支援体制づ

くり 

R５はコミュニティ・スクールをさらに成熟・発展させるため、

「熟議」をテーマとした「コミュニティ・スクール講座」を

夏・冬の２回、８区の会場で開催した。小学校長会のアンケー

ト調査によると、「地域が学校に協力的になる」「子どもの安

心・安全な環境が確保される」の面で、コミュニティ・スクー

ルの良さを実感する校長の割合が大きく増加している。子ども

や教職員が地域から支えられ、見守られた中で教育活動に取り

組むことができることは、教職員にとって心理的な余裕をもち

ながら子どもたちに向き合うことができるようになったと考え

られる。【第４次窓１―⑤「ＣＳと地域と学校パートナーシッ

プ事業の一体的推進」へ継承】 
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(2)【窓 2】同僚との協働・分担 

取組 

番号 
取組内容 取組の成果や課題と今後の方針 

① 

教職員一人一人の

アイディアを生か

すシステムの構築 

学校マネジメント研修や働き方通信で取り上げたアイディアが、

水平展開で各校のチャレンジ 360 に活かされた（デジタル化の推

進等）。【第４次「教育のやりがい 教職員のアイディアを生か

した業務改革の見方・考え方」へ継承】 

② 

一人一取組による

「自分時間」の創

造 

タイムマネジメントを意識している教職員は、時間外在校等時間

が減少するなどの効果はあったが、「負担感軽減」に向けて今後

の取組が必要になる。【第４次「「負担感の解消 働き方の質を

高める、休むことについての見方・考え方」へ継承】 

③ 

部活動ガイドライ

ンの徹底、部活動

数の適正化 

活動計画書と報告書により、各校がガイドラインに沿って活動を

行っていることを確認した。達成しており、ガイドラインに係る

項目は完了する。【部活動に関する内容は第４次窓１ー③「休日

及び平日の部活動地域移行」に集約】 

④ 
生徒指導体制の充

実 

いじめ未然防止に向けた教育プログラムを周知した。COCOLO プ

ラン（誰一人取り残さない学びの保障）に向けた取組を支援した。

特別支援に係る依頼数は年々増加傾向にあるが、対応人数を増や

すなどして迅速な対応に努めた。特別支援学校におけるセンター

的機能を充実させることが課題である。子ども支援 co は４つの

中学校区に配置した。小中学校間の生徒指導の情報共有が進ん

だ。ノウハウの共有をさらに進めていく。【第４次窓２ー④「組

織的な生徒指導体制の充実（子ども支援 co）」、窓２ー⑤「特別

支援教育体制の充実」へ継承】 

⑤ 
時差勤務の導入と

活用 

時差勤務を活用する学校が 55.7%まで増加した。活用している学

校では、教育職員が自らの業務内容とライフスタイルを考慮した

多様な働き方を行う上で効果があるとしており、さらに活用を進

めていく。【継続】 

⑥ 

ノー残業デー・ノ

ー会議デー等の実

施と休暇取得の促

進 

ノー残業デー、ノー会議デー等の設定が浸透し、時間外在校等時

間の縮減や年休の取得に有効性が生じている。今後も、実施校が

増えるよう、実践例や有効性を紹介していく。【第４次窓２ー⑥

「休暇取得の促進と休み方改革」へ継承】 

⑦ 

教育活動の見直

し・教育課程の工

夫 

コロナ禍への対応等を通じて、教育活動の見直し・教育課程の工

夫が進んだ。一方、年間授業時数 1086 間以上の学校が存在する

ので、R６・R７で確認し、見直しを促していく。【第４次見方・

考え方「教育の充実 教育活動の見直し・教育課程の工夫」へ継

承】 

⑧ 
中学校学年担任制

の推進 

Ｒ６は中学校９校が取り組んでいる。中央教育審議会質の高い教

師確保部会においても、効果的な事例として本市中学校の取組が

取り上げられた。【継続】 

⑨ 
学校事務共同実施

の推進 

手当決裁については校務支援システムを活用した事前点検を取

り入れ、業務改善に繋げた。今後は管理職の意向も取り入れなが

ら、業務内容を広げていく。【第４次 窓２ー②「事務ＤＸ」に

継承】 
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(3)【窓 3】教育委員会等との協働・分担 

取組 

番号 
取組内容 取組の成果や課題と今後の方針 

① 

学校評価における

働き方改革に関す

る項目の設定 

学校評価シートを改訂した。目標と手段と指標が連動し、焦点化

することを推進した結果、学校運営が視覚的になったと高評価で

あるが、働き方改革に関する評価項目については不必要と考え

る。【完了】 

② 

働き方改革の観点

を踏まえた人事評

価の実施 

働き方改革の観点を踏まえた目標を設定し、自身の業務に工夫・

改善を図ることで、全体として時間外在校等時間が減少している

傾向にあるため、今後も人事評価と関連させていく。ほぼ定着し

たので、次期行動計画には掲載しない。【完了】 

③ 
目安となる出退勤

時刻の設定 

時間外在校等時間４５時間以内＜R５ ４～11 月＞の教職員の割

合は 73.9％（R４ ４～11 月 69.5％）、教頭の同割合は 17.1％（R

４ 11.5％）である。全体的に見て良い状況になってきている。

しかし、設定時刻を超えて出退校している教頭が固定化傾向にあ

り、業務改善計画を作成することで改善を促している。7:00 前に

出勤しない、18:30（小・特・幼）・19:00（中・高）が目安であ

るという意識は定着したので、次期行動計画には掲載しない。【完

了】 

④ 

長期休業中の学校

閉庁日、休暇取得

促進日の設定 

休業前の学校園への周知により確実に実施された。令和６年度以

降も引き続き閉庁日・休暇取得促進日を設定していく。【継続】 

⑤ 
働き方改革通信に

よる好事例の共有 

令和５年度は学校と保護者間の連絡方法のデジタル化の取組等

の先進的な取組を紹介し、実践校の増加につなげた。今後も好事

例を紹介し、水平展開を行う手段として活用していく。【継続】 

⑥ 

市幼研・市小研・中

教研との連携・協

議 

市幼研・市小研・中教研ともに、状況に応じてオンラインでの研

修会を実施した。新潟市のネットワーク環境の整備が進み、必要

に応じてオンライン研修に取り組むことができた。【第４次窓１

－⑥「教育関係諸団体との連携」に継承】 

⑦ 
教育関係諸団体等

の活動の見直し 

校長会からの情報提供をもとに、市教委主催の協議会等の活動の

見直しを行った。教育関係諸団体と教育委員会主催の研修等で、

連携協働ができる内容がないか、情報交換を行ない、整理・統合

を検討していく。【継続】 

⑧ 

校務支援システム

による事務の効率

化 

校務支援システムが定着し、効率的に業務が行えるようになっ

た。93.6％の学校が効果を実感している。今後は幼稚園への導入

や、相談窓口の周知等、効率化をさらに進めるため適時改善して

いく。【継続】 

⑨ 

給与・手当支給手

続きの電子化・シ

ステム化 

給与及び旅費に関し様式変更を含めマニュアルを改訂した。PDF

化に対応可能なものについて概ね完了した。【完了】 

⑩ 

保護者への連絡方

法のデジタル化・

ICT 活用の推進 

保護者から学校へ子どもの出欠連絡が可能なメール配信システ

ムの案内を行った。働き方改革通信で出欠席連絡のデジタル化や

メールによるたよりの配信の方法を具体的に紹介すると同時に、

学校訪問の際にも活用を促した。【第４次窓２ー②「事務ＤＸの

推進」に継承】 
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⑪ 

教育実践などに役

立つコンテンツの

共有 

学校訪問等で得られた授業実践等の好事例を紹介した。学習 e ポ

ータル（L-Gate）で特にＩＣＴを活用した授業づくりや家庭学習

に関する情報を提供した。Teams による、学校間で情報共有を即

座にできる環境構築を今後も検討していく。マイスターによる実

践事例などのコンテンツの充実を図った。また、アクセスしやす

いように HP の修正を図った。その結果、閲覧回数が増えた。ニ

ーズが高いことから次年度以降も継続して実施し、拡充を図る。

【継続】 

⑫ 

教育委員会主催研

修の精選・オンラ

イン化の推進 

教育委員会各課主催の研修については、概ね研修内容・方法の

見直し、改善が図られた。オンライン研修でも高い満足度が得

られている。また、「研修受講履歴記録システム及び教員研修

プラットフォーム」の運用に向けて準備を進めている。オンデ

マンドコンテンツの内容の精査について、R５及び R６に実施す

る。【第４次窓３ー①「各研修の精選及び研修履歴の記録のデ

ータ化」へ継承】 

⑬ 

出退勤管理システ

ムを活用した業務

の適正化 

出退勤管理システムにより、客観的な資料ができたことで、個人

の働き方を検討したり、学校としての取り組みを評価したりする

資料となっている。95.3％の学校が効果を実感している。【継続】 

⑭ 
快適な学校施設の

整備 

R３年度に６校、R４年度に７校、R５年度に７校の大規模改造工

事を実施し、施設管理者の意向を踏まえた計画的な施設整備を行

った（大規模改造工事校）。【継続】 

⑮ 

統一ルールによる

時間外の電話応対

の実施 

平成 31 年度に開始したルールは地域や保護者の理解を得て、ほ

ぼ定着した。令和５年 10 月以降、部活動の地域移行等を踏まえ、

中学校・高等学校の夕方の電話応対について、各校の実情に応じ

て 18:00～19:00 の中で設定可能とした。【第４次窓３ー⑩「電

話対応時間の短縮に向けた工夫」へ継承】 

⑯ 

働き方改革研修、

メンタルヘルスケ

ア研修の充実 

新任校園長等研修でメンタルヘルスについて講座を行った。一般

職員対象、管理職・ミドルリーダー対象に、メンタルヘルスケア

研修会を実施した。今後も一般職員、管理職等がそれぞれの職位

や立場に応じた研修会を開催し、健康の維持、増進に対する実践

力を高める研修を実施していく。【第４次見方・考え方「心の健

康管理 メンタルヘルス・健康管理からの見方・考え方」に継承】 

⑰ 
教職員の健康及び

福祉の確保 

毎年度６月・10月・３月に情報誌（Safety＆Health)を発行し、

心身の健康に関する啓発、相談窓口の周知等を行った。また、年

度ごとに 45 名程度の教職員に対して産業医の健康指導を行っ

た。産業医の意見を校長に伝え、当該教職員の健康障がい防止を

促した。今後も教職員の健康及福祉の確保の取組を継続してい

く。【第４次見方・考え方「心の健康管理 メンタルヘルス・健

康管理からの見方・考え方」に継承】 

⑱ 
会計業務の負担軽

減化 

給食費の公会計化に伴い導入される学校預り金収納システムに

ついて、学校園の代表と情報を共有した。今後は預り金会計の適

正化と負担軽減を両立させるようマニュアルの改訂に取り組ん

でいく。【第４次窓３ー②「給食費の公会計化」に継承】 

⑲ 

小学校高学年にお

ける教科担任制の

推進 

英語専科加配、優先教科（算数・理科・体育）の配置を進め

た。また従来型の専科指導加配も配置した。学級担任同士の授

業交換等による教科担任制も進み、令和６年度は 78.5%の小学

校が実施した。【継続】 
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第３次多忙化解消行動計画の取組を通して、本市全体であらゆる場や機能を活用し、「協働と分

担」を考え、時間外在校等時間の縮減策を講じてきました。この３年間における「協働・分担」に

よる成果として、学校業務を細分化し、だれとどのように「協働・分担」するのかを明確にして取

り組んだことで、多くの業務が一つの学校・一つの学年・一人の教職員で抱え込むことなく、働き

方の意識改革が進んだことが挙げられます。一方、「協働・分担」が進むことにより、その各学校業

務等の中心にいる教頭職の長時間が課題となりました。教頭の標準的職務及びその例を示し、各学

校の実態にあわせて教頭の働き方改革の取組を進めてきましたが、少しずつ改善してきてはいるも

のの、引き続き取り組む必要があります。 

また、第３次多忙化解消行動計画を推進する中で次のような傾向が見えてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この傾向から、学校や教職員が働き方改革に高い意識で取り組むことが、多くの改善につながる

こと、教育の本質を踏まえた働き方改革を進めることで「協働・分担」が質の高いものになること、

時間外在校等時間には表れにくい精神的負担が働き方改革を進めるうえで必要であることが分か

りました。教職員・学校・地域・社会・保護者・教育行政がそれぞれの立場で連携し、高い意識を

もって働き方改革を進めることが教職員の幸せを実現し、充実した教育には欠かせないと考えます。 

 今後は、これまでの成果と課題を生かし、「協働・分担」に多面的な見方・考え方を行うことで、

時代の変化にも対応し得る、より質の高い「協働・分担」にしたいと考えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 自らのタイムマネジメントを意識している教職員は、時間外在校等時間が短くなる傾向

にある。 

 

２ 教頭の時間外在校等時間の減少は、他の教職員の時間外在校等時間の減少につながる。 

 

３ 教員業務支援員、スクールロイヤー、部活動指導員、地域ボランティア等、学校園を支

えてくれる力が年々増え、教職員の負担軽減につながっている。 

 

４ 「協働と分担」による働き方改革は進んできたものの、それだけでは目標及び指標の達

成には困難がある。 
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第３章 教職員 Well-Being 計画の達成目標と基本理念 
  

１ 教職員 Well-Being 計画の達成目標 

   学校園が地域・社会の中で信頼され、子どもが輝き、充実した学校園生活を送るためには、

そこで働く教職員が自らのワーク・ライフ・バランスを確立し、心身ともに健康であり、生き

生きと子どもに向き合う環境であることが基盤です。 

   魅力ある教職員を育成し、質の高い教育活動を維持・発展させるため、学校園・教育委員会・

地域・保護者等が一体となって働き方改革を推進し、教職員の Well-Being を向上します。 

 

行動計画策定の趣旨、現状を踏まえ、次の指標を掲げて取り組みます。 

  前章で述べたように、「協働・分担」の取組により、①から③の指標について一定の成果を得

ました。しかし、時間外在校等時間は縮減傾向にあるものの、第３次多忙化解消行動計画の目標

や指標は達成されたとは言えない状況です。また、職種あるいは校種によって、異なる課題があ

り、引き続き多忙化解消の取組を継続する必要があります。 

  そして、前章で示した勤務実態調査のストレス状況では、時間外在校等時間が縮減したにもか

かわらず、改善傾向にない状況です。毎年度行っているストレスチェックにおいても同様に改善

傾向が見取れていません。 

 

  時間には表れにくい負担感（ストレス）の要因として、次のようなことがあるととらえていま

す。 

① 学校及び教職員に対し、生徒指導対応や苦情対応等に係る多岐にわたる要望や要求がある

こと。 

② 代替講師不足により、教職員の負担が増していること。 

③ 必ずしも教員が行わなくてもよい業務について削減がまだ必要であり、教員が打ち込みた

い業務に取り組むための時間確保が不十分であること。 

   

  第３次多忙化解消行動計画では、令和６年度以降も継続することも当初考えていましたが、時

間には表れにくい心身の面も視点として加えていきたいと考え、第４次多忙化解消行動計画とし

て教職員 Well-Being 計画を策定しました。教職員 Well-Being 計画では、第３次多忙化解消行動

計画の指標を継続するとともに、新たに職業性ストレス簡易検査の内容を加えることで、時間に

は表れにくい心身の健康状況についても目を向けて働き方改革を進めていきたいと考えていま

す。 

 

指 標   

 ●職業性ストレス簡易調査（厚生労働省）を改善する。 

 

① 1 か月の時間外在校等時間（※1）について、45 時間以下にする。（※2）  

② 1 年間の時間外在校等時間（※1）について、360 時間以下にする。（※2） 

③ 1 年間 14 日以上の年次有給休暇を取得する教職員を増やす。 

※１ 職員が業務を行う時間（公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置

法第７条の指針に規定する在校等時間をいう。）から所定の勤務時間（同法第６条３項各

号に掲げる日（代休日が指定された日を除く。）以外の日における正規の勤務時間をい

う。）を除いた時間 
※２ 児童生徒等に係る臨時的な特別な事情により業務を行わざるを得ない場合は、１か月の

時間外在校等時間 100 時間未満、１年間の時間外在校等時間 720 時間以下（連続する複

数月の平均時間外在校等時間 80 時間以下、かつ、時間外在校等時間 45 時間超の月は６

か月まで） 
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  また、第３次多忙化解消行動計画の取組であった「協働・分担」については、教育環境の変化

や社会環境の変化に対応するため、再編成や再整理を行って取り組むこととしました。 
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２ 教職員 Well-Being 計画の基本理念 

  前述の目標を達成するため、次のような基本理念で計画を推進していきます。 

(1) 「協働・分担」の質の向上について 

前述したように、「協働・分担」の取組により、時間外在校等時間の縮減が進むなど、時間と

いう量的な面についての働き方改革の成果が上がってきました。一方、負担感やストレス、教

育へのやりがいなど、時間に表れにくい質的な面の向上はあまり成果が表れませんでした。下

記のレーダーチャートは、令和５年度職業性ストレスチェックの結果です。全国平均と比較し、

職場の対人関係上のストレスが非常に少ないことが良い点ですが、心理的な仕事の負担や自覚

的な身体的負担度の項目で全国平均を下回っています。また、職種別のストレスチェックの状

況では、教頭および教諭・講師が、量的な面と質的な面の両面でストレスを感じていることが

分かります。つまり、時間外在校等時間の縮減と同時に精神的なストレス面の改善をあわせて

取り組む必要があると考えられます。教職員 Well-Being 計画は、「協働・分担」の取組を継続

して進めるだけでなく、その取組を行うことにより、向上させたい質的な面を明らかにして取

組を進めていきます。 

 

（令和５年度：職業性ストレス簡易検査） 

 

教頭                    教諭・講師  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

「協働・分担」の質的な面を高めるために、これまで時間という量的な面で見てきた取組に

ついて、もう一度「教育の本質を見つめる」見方や考え方を通し、量的な面で期待できること、

質的な面で期待できることを明らかにして取り組んでいくことが大切だと考えました。 

そして、このような見方・考え方を進めるうえで、時間には表れにくい「心の健康管理」「教

育の充実」「教育のやりがい」「休み方改革」等を意識して取組を推進することが大切であると

考えています。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  「協働・分担」の取組内容の深化について 

「協働・分担」の取組内容は、時代の変化や教育環境の変化にあわせ、常に見直す必要があると

考え、次のような理念において取組内容を深化させていきたいと考えています。 

① 時代や教育環境の変化を鑑みた「教育の本質を見つめる」見方や考え方に４つの視点（「心の

健康管理」「教育の充実」「教育のやりがい」「休み方改善」）で取組を見直し続ける循環による

「協働・分担」の取組内容の深化 

  「協働・分担」の取組を進めるうえで量的な面と質的な面の両者を考えて推進することの大

切さは先ほど述べたとおりですが、時代の変化は激しく、教育環境を取り巻く状況も変化が激

しいところです。常に教育の本質を主軸とした見方・考え方による取組の改善は進めていく必

要があります。現在ある計画や取組をそのまま推進するという意識ではなく、見方・考え方を

常に働かせて、より良い「協働・分担」の取組内容に深化させていく意識で働き方改革を推進

していきたいと思います。 

  また、「協働・分担」の取組内容の深化による成果や課題は、新たな見方や考え方を創造し、

より良い取組への思考につなげることができます。このように働き方改革についての、思考と

実行の循環により、どのような変化にも対応できる計画としていきたいと考えています。 

 

② 現状を鑑みた「協働・分担」の取組内容の再構成による深化 

  第３次多忙化解消行動計画の成果や課題をもとに、量的な面と質的な面を念頭に置いて、「協

働・分担」の３つの窓を再構成しました。取組内容を整理・統合することや具体的な見通しを

明らかにすること、そして質的な面を明らかにすることで働き方改革の取組内容を深化させて

いきます。 

 

 

「協働・分担」の取組 

（それぞれの立場や個々人で）教育の本質についての見方・考え方を働かせ・・ 

・基本的には学校以外が担うべき業務 

・学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務 

・教師の業務だが、負担軽減が可能な業務 

（４つの視点） 

 

 

 

心の健康管理は

どうか 

教育の充実 
教育活動の工夫

はどうか 

教育のやりがい

はあるか 

健康維持のため

の休み方はでき

ているのか 

より質の高い「協働・分担」の取組へ 



19 
 

第４章 教職員 Well-Being に向けた具体的な取組 

 
  教職員 Well-Being 計画では、第３次多忙化解消行動計画の成果や課題をもとに今後の取組を

下記のように整理しました。また、協働・分担の取組に加え、心の健康管理、休み方改善への視

点を大切にするための取組を追加しました。 

 

●視点としての取組 

№ 取組名 

① 教職員の心身の健康の保持・増進 

② 教職員のやりがい・教育の充実 

 

●窓１（地域・保護者・外部人材との協働・分担）の取組 

№ 取組名 

① 各支援員等、業務支援の人材配置 

② スクールロイヤーによる問題の早期解決・未然防止 

③ 休日及び平日の部活動地域移行 

④ 清掃・休み時間支援スタッフの導入 

⑤ CS と地域と学校パートナーシップ事業の一体的推進 

⑥ 教育関係諸団体との連携 

 

●窓２（同僚との協働・分担）の取組 

№ 取組名 

① 教育ＤＸの推進（１人１台端末・自動採点システム） 

② 事務ＤＸの推進（共同実施・デジタル配信） 

③ 教科担任制・学年担任制の推進 

④ 組織的生徒指導体制の充実（子ども支援Ｃｏ） 

⑤ 特別支援教育サポート体制の充実 

⑥ 時差勤務の導入と活用 

⑦ 出退勤管理システムを活用した工夫改善 

 

●窓３（教育委員会等との協働・分担）の取組 

№ 取組名 

① 各研修の精選及び研修履歴の記録のデータ化 

② 給食費の公会計化 

③ 学校問題の解決を支援する取組の強化 

④ 快適な学校施設の整備 

⑤ 統合型校務支援システムによる事務の効率化 

⑥ 教育実践などに役立つコンテンツの共有 

⑦ 働き方改革通信による好事例の共有 

⑧ 長期休業中の学校閉庁日、休暇取得促進日の設定 

⑨ 講師等の確保と研修体制の充実 

⑩ 電話応対時間の短縮に向けた工夫 

 

 各取組の詳細及び３年間の見通しについては次ページからの資料を見てください。 
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視点としての取組 

 

 ① 教職員の心身の健康の保持・増進 

タイトル メンタルヘルスケア研修の充実・教職員の健康及び福祉の確保 

取組内容 ・新任校園長研修、新任教頭研修等を通して、職場全体のメンタルヘルスに係る

研修を行います。また、教職員対象のメンタルヘルス研修を通して、自身の心

身の健康の保持・増進に対する実践力を高めます。 

・教職員の健康及び福祉のため、情報誌を発行し、生活習慣病予防についての情

報や保健師の相談窓口の周知など、健康の保持・増進等に関する啓発活動を積

極的に行います。 

担当課 教育職員課/学校人事課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・メンタルヘルスに関す

る研修を実施する。 

・ストレスチェックの集

団分析結果を職場改善

に活用する。 

・健康診断受診者の内、就

業判断要指導者に対す

る受診勧奨及び医療機

関での健康管理の勧奨

を行う。 

・概ね３～４カ月ごとに

情 報 誌 （ Safety ＆

Health）を発行し、健康

の保持・増進について

啓発する。 

・保健師による相談窓口

の周知に努める。 

・メンタルヘルスに関す

る研修を実施する。 

・ストレスチェックの集

団分析結果を職場改善

に活用する。 

・健康診断受診者の内、就

業判断要指導者に対す

る受診勧奨及び医療機

関での健康管理の勧奨

を行う。 

・概ね３～４カ月ごとに

情 報 誌 （ Safety ＆

Health）を発行し、健康

の保持・増進について

啓発する。 

・保健師による相談窓口

の周知に努める。 

・メンタルヘルスに関す

る研修を実施する。 

・ストレスチェックの集

団分析結果を職場改善

に活用する。 

・健康診断受診者の内、

就業判断要指導者に対

する受診勧奨及び医療

機関での健康管理の勧

奨を行う。 

・概ね３～４カ月ごとに

情 報 誌 （ Safety ＆

Health）を発行し、健

康の保持・増進につい

て啓発する。 

・保健師による相談窓口

の周知に努める。 

目標値等 ・健康診断受診者の内、就

業判断要指導者の医療

機関受診率の増（R５：

100％） 

・教職員の病休者数の減

（学校人事課） 

・健康診断受診者の内、就

業判断要指導者の医療

機関受診率の増 

・教職員の病休者数の減

（学校人事課） 

・健康診断受診者の内、就

業判断要指導者の医療

機関受診率の増 

・教職員の病休者数の減

（学校人事課） 
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窓１③ 地域・保護者・外部人材との「協働・分担」 

タイトル 休日及び平日の部活動の地域移行 

取組内容 ・令和８年４月を目途に、部活動を意図的に縮小させるのと同時に、中学生が参

加できる地域の活動を充実させます。そのことで、教職員の業務の大幅な負担

軽減を図ります。 

担当課 学校支援課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・学校は部活動を段階的

に縮減する。一方で、ス

ポーツ・文化芸術団体、

市民、民間企業、教職員

に働きかけ、中学生が

参加できる実施主体の

設立を推進する。 

・令和６年度の内容をさ

らに進める。制度の調

整・構築する。 

・令和６・７年度の内容を

さらに充実させるとと

もに、実施団体が自走

化できるよう支援す

る。 

目標値等 部活動地域移行に向けた

実施主体の設立 

部活動地域移行の制度の

構築 

実施団体の自走化 

 

 

 

窓１④ 地域・保護者・外部人材等との協働・分担 

タイトル 清掃・休み時間支援スタッフの導入 

取組内容 ・教員業務支援スタッフを配置し、校内清掃・ワックスがけ等の校内整備や休憩

時間等の対応を行います。 

・教員業務支援員の実施要領を見直し、児童生徒の休み時間における対応や校内

清掃も可能な業務に加えます。 

担当課 学校人事課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・教員業務支援員の実施

要領を見直し、児童生

徒の休み時間における

対応や校内清掃も可能

な業務に加える。 

・大規模校を中心に教員

業務支援スタッフの配

置を開始する。 

・教員業務支援スタッフ

の配置を前年度より拡

大する。 

・教員業務支援スタッフ

を 18 校に配置する。 

目標値等 教員業務支援スタッフを

10 校に配置する。 

教員業務支援スタッフの

配置校数が前年度を上回

る。 

教員業務支援スタッフを

18 校に配置する。 

 

 

 



21 
 

 

 

 ② 教育のやりがい・教育の充実 

タイトル 教職員のやりがいの向上・教育の充実 

取組内容 ・学校の主体性、独自性のある取組に対して支援します。 

・教育委員会表彰の方の取組等を取材し、発信します。 

・具体的な体験や経験をもとに取材し、広報していきます。 

担当課 学校人事課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・学校園教育推進サポー

ト事業を立ち上げ、学

校の主体性、独自性の

ある取組を支援しま

す。 

・「Well-Being」通信等を

通して、教職員のアイ

ディアを生かした主体

的な取組について紹介

します。 

・教育委員会表彰者の取

組紹介等をホームペー

ジに加え、各学校配信

を行います。 

・学校園教育推進サポー

ト事業を継続し、学校

の主体性、独自性のあ

る取組を支援します。 

・「Well-Being」通信等を

通して、教職員のアイ

ディアを生かした主体

的な取組について紹介

します。 

・教育委員会表彰者の取

組紹介等をホームペー

ジに加え、各学校配信

を行います。 

・学校園教育推進サポー

ト事業を継続し、学校

の主体性、独自性のあ

る取組を支援します。 

・「Well-Being」通信等を

通して、教職員のアイ

ディアを生かした主体

的な取組について紹介

します。 

・教育委員会表彰者の取

組紹介等をホームペー

ジに加え、各学校配信

を行います。 

目標値等 ストレスチェックの状況

改善 

ストレスチェックの状況

改善 

ストレスチェックの状況

改善 
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窓１ 地域・保護者・外部人材等との協働・分担 
 

窓１① 地域・保護者・外部人材等との協働・分担 

タイトル 各支援員等、業務支援の人材配置 

取組内容 ・教員業務支援員、教頭マネジメント支援員等、業務支援のための人材を配置し、

教頭や教員でなければできない業務に注力できる環境を整えます。 

担当課 学校人事課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・大規模校の教員業務支

援員の勤務時間を30時

間に拡大するととも

に、長期休業期間も勤

務可能とする。 

・教頭マネジメント支援

員の配置を開始する。 

・教員業務支援員（１校勤

務タイプ）の配置を拡

大する。 

・教頭マネジメント支援

員の配置を前年度より

拡大する。 

・教員業務支援員（１校勤

務タイプ）の配置を拡

大する。 

・教頭マネジメント支援

員の配置を前年度より

拡大する。 

目標値等 義務教育全校に教員業務

支援員を配置する。 

教員業務支援員（１校勤

務タイプ）配置校数が前

年度を上回る。 

教員業務支援員（１校勤

務タイプ）配置校数が前

年度を上回る。 

 

窓１② 地域・保護者・外部人材との協働分担 

タイトル スクールロイヤーによる問題の早期解決・未然防止 

取組内容 ・法律の専門家である弁護士が、法的側面から学校園におけるトラブル対応にか

かわり、適正な解決を図ります。 

・具体的には、教育委員会を窓口として、学校園が弁護士に相談する機会を設け、

法的なアドバイスを参考にして問題の解決に当たります。地域性や保護者の価

値観の違いなどもあり、学級担任や部活動顧問の精神的な負担が非常に高まっ

ています。トラブルを防止し、早期解決することで、校園務の効率化や教職員

の負担軽減を図っていきます。 

担当課 学校人事課 学校支援課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・学校ダイレクト相談の

流れについて周知徹

底。 

・諸問題の早期解決に向

けた初期対応について

の管理職、教職員研修

の実施。 

・「学校対応ハンドブッ

ク」の活用確認及び活

用。 

・学校ダイレクト相談の

流れについて周知徹

底。 

・諸問題の早期解決に向

けた初期対応について

の管理職、教職員研修

の実施。 

・「学校対応ハンドブッ

ク」の見直し。 

・学校ダイレクト相談の

流れについて周知徹

底。 

・諸問題の早期解決に向

けた初期対応について

の管理職、教職員研修

の実施。 

・「学校対応ハンドブッ

ク」の活用。 

目標値等 スクールロイヤー制度の

継続 

スクールロイヤー制度の

継続 

スクールロイヤー制度の

継続 
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窓１⑤ 地域・保護者・外部人材等との分担・協働 

タイトル コミュニティ・スクールと地域と学校パートナーシップ事業の一体的推進 

取組内容 ・各校においてコミュニティ・スクールと地域と学校パートナーシップ事業の一

体的な推進が図られるように支援を行います。 

・学校運営協議会が円滑に進められるように、講座や研修会を開催し、協議会委

員や関係者の理解向上とスキルアップを図ります。 

・コミュニティ・スクールと地域と学校パートナーシップ事業を一体的に推進し

ていくための理解向上を図る研修会等を開催します。 

・研修会や事業通信などで多忙化解消につながった取組事例を紹介します。 

・指導主事が各区の取組状況を把握し、指導助言する体制をつくります。 

担当課 教育総務課・地域教育推進課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・コミュニティ・スクール

講座の開催 

・コミュニティ・スクール

とパートナーシップ事

業の一体的推進に係る

研修会の開催 

・担当指導主事のＣＳ参

観及び指導助言、地域

教育コーディネーター

との面談 

・コミュニティ・スクール

の市民への広報 

・コミュニティ・スクール

とパートナーシップ事

業の一体的推進に係る

好事例の周知・広報 

・担当指導主事のＣＳ参

観及び指導助言、地域

教育コーディネーター

との面談 

・コミュニティ・スクール

の市民への広報 

・コミュニティ・スクール

とパートナーシップ事

業の一体的推進に係る

好事例の周知・広報 

・担当指導主事のＣＳ参

観及び指導助言、地域

教育コーディネーター

との面談 

目標値等 一体的な推進の実施校率

60％以上 

前年度の数値を上回る 前年度の数値を上回る 

 

窓１⑥ 地域・保護者・外部人材等との協働・分担 

タイトル 教育関係諸団体との連携 

取組内容 ・教育関係諸団体に「教職員 Well-Being 計画」を周知し、連携を図りながら、会

議の精選やオンライン化を図ります。 

担当課 学校人事課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・第４次多忙化解消行動

計画「教職員 Well-

Being 計画」の周知 

・教育関係諸団体の会議

の整理 

・オンライン可能な会議

について教育関係諸団

体との協議 

・教育の変化と社会の変

化に対応した教育関係

諸団体の会議の整理・

統合 

目標値等 教職員Well-Being計画の

周知 

オンライン会議の前年比

増 

会議回数の前年比減 

オンライン会議の前年比

増 

会議回数の前年比減 
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窓２ 同僚との協働・分担 
 

窓２① 同僚との協働・分担 

タイトル 教育ＤＸの推進 

取組内容 ・端末のリプレイスに向けて、校務計ネットワークと学習系ネットワークとを一

体化させる基盤システムの構築を目指します。そのことで、働き方改革の観点

から、以下の効果が期待されます。 

 (１)職員間の情報のやり取りの効率化を図ることができます。 

 (２) ipad のデータと校務用 PC のデータの連携が容易になり、評価の算出

やフィードバック等が効率化することができます。 

 

・採点業務の軽減を検討していきます。 

担当課 学校支援課・学務課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・採点業務の短縮に向け

た予算確保のためのエ

ビデンスの収集・整理・

分析をし、制度設計を

行う。 

 

・市内 10 校程度の実証  

事業をおこない、エビ

デンスの整理・分析を

おこない、予算確保に

向けて準備する。 

・リプレイス作業をおこ

ない、教職員への周知

を行う。 

 

 

・採点業務システム構築 

・教職員・学校へのサポー

トをおこなう。 

 

 

 

・採点業務短縮のための

システム導入  

目標値等 採点業務短縮に向けた検

討開始 

採点業務短縮のシステム

構築 

導入 
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窓２② 同僚との協働・分担 

タイトル 事務ＤＸの推進（共同実施・デジタル配信） 

取組内容 ・共同実施の業務を GoogleForms や MicrosoftTeams を活用してオンラインで実施

することにより、点検業務の効率化、業務実施時間の弾力化を推進します。ま

た、新たな分野の業務に取り組むことで、教頭や教職員との協働を進めていき

ます。 

・欠席連絡や会合への出欠の取りまとめ、保護者へのたより配信などのデジタル

化を推進するため、未実施の学校が導入する際には支援を行うなどにより、ノ

ウハウを普及させていきます。また、現在は学校によって使用するシステムが

異なっていますが、全市統一の新たな手段(保護者ポータルサイト）を検討して

いきます。 

担当課 学校人事課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・共同実施業務のオンラ

イン化の推進 

・保護者との連絡方法の

デジタル化未実施校へ

の導入支援 

・保護者ポータルサイト

などの導入検討 

・学校諸校費会計処理シ

ステムの導入に向けた

要項の改定準備 

・共同実施業務のオンラ

イン化の推進 

・保護者との連絡方法の

デジタル化未実施校へ

の導入支援 

・学校諸校費の会計処理

システムの導入と共同

実施による事務支援 

・市内統一の保護者との

連絡システムの導入と

活用支援 

・共同実施業務のオンラ

イン化の推進 

・保護者との連絡方法の

デジタル化未実施校へ

の導入支援 

・総務事務システム導入

による申告・決裁のデ

ジタル化の検討 

・財務会計処理ＤＸの検

討 

目標値等 保護者との連絡のデジタ

ル化実施校 

 前年度＋20 校 

保護者との連絡のデジタ

ル化実施校 

 前年度＋20 校 

全校において保護者との

連絡のデジタル化実施 

 

窓２③ 同僚との協働・分担 

タイトル 教科担任制・学年担任制の推進 

取組内容 ・小学校高学年における専科教員による専門性の高い授業と複数名の教員で子ど

もを育成する体制の構築を推進します。 

・教科担任制を円滑に実施するため、全小学校への専科教員加配の配置（専科非

常勤を含む）をめざします。 

・加配配置のため、加配定数の確保と教員不足解消に取り組みます。 

・学年担任制の効果を検証し、実態にあわせて研究を進めます。 

担当課 学校人事課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・教員不足解消のため、ペ

ーパーティーチャーに

対する講習の実施 

・教員採用選考の見直し 

・加配定数の国要望 

・専科教員の成果を広報 

・加配定数の国要望 

・専科教員の成果を各校

に広報 

・ペーパーティーチャー

の講師業務支援 

・加配定数の国要望 

・専科教員の成果を各校

に広報 

・一般配当定数の見直し

を行い専科教員の定数

化を図る 

目標値等 R５と比較して教科専科

加配拡充 

７割の小学校へ専科教員

加配の配置 

全小学校への専科教員加

配の配置 



27 
 

 

窓２④ 同僚との協働・分担 

タイトル 組織的生徒指導体制の充実 

取組内容 ・子ども支援コーディネーター配置により、中学校区内の小学校と中学校の連携

により、生徒指導に関する問題への未然防止と対応を行います。 

・中学校の生徒指導のノウハウを小学校に浸透させていきます。 

担当課 学校支援課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・月一回情報共有の場を

設定し、生徒指導事案

の相談を受ける。 

・人員の配置を拡充する。 

・月一回情報共有の場を

設定し、生徒指導事案

の相談を受ける。 

・人員の配置拡充を検討

する。 

・月一回情報共有の場を

設定し、生徒指導事案

の相談を受ける。 

・人員の配置拡充を検討

する。 

目標値等 生徒指導への負担減 生徒指導への負担減 生徒指導への負担減 

 

 

 

 

 

窓２⑤ 同僚との協働・分担 

タイトル 特別支援教育サポート体制の充実 

取組内容 ・特別支援学校におけるセンター的機能を充実させ、学校支援を行います。 

・個別の教育支援計画作成アプリを導入し、児童生徒へ具体的で適切な支援を行

います。 

・アプリ使用におけるサポート体制の充実を図り、各校の作成を支援します。 

 

担当課 特別支援教育課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・特別支援学校とサポー

トセンターとの学校支

援連携のスタート 

・全校への支援計画作成

アプリの導入 

・アプリ使用サポート体

制の強化（主に支援学

級在籍児童生徒） 

・特別支援学校とサポー

トセンターとの学校支

援連携の充実 

・アプリ導入２年目 

・アプリ使用サポート体

制の強化（主に通常の

学級在籍児童生徒） 

・特別支援学校とサポー

トセンターとの学校支

援連携の強化 

・アプリ導入３年目 

・アプリ使用サポート体

制の強化（主に通常の

学級在籍児童生徒と関

係機関との連携） 

目標値等 前年度比 通常の学級在

籍児童生徒個別の教育支

援計画作成率向上 

前年度比 通常の学級在

籍児童生徒支援サポート

依頼数減 

前年度比 通常の学級在

籍児童生徒支援サポート

依頼数減 
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窓２⑥ 同僚との協働・分担 

タイトル 時差勤務の導入と活用 

取組内容 ・教育職員が、自らの業務内容とライフスタイルを考慮した多様な働き方を可能

にし、併せて出退勤時刻を見直すことによって自らの勤務時間の適正化及び時

間外在校等時間の縮減につなげます。 

担当課 学校人事課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・時差勤務の活用事例を

働き方改革通信等で紹

介する。 

・時差勤務の活用を促進

するための取組（部活

動の地域移行、教科担

任制・学年担任制）を推

進する。 

・時差勤務の活用事例を

働き方改革通信等で紹

介する。 

・時差勤務の活用を促進

するための取組（部活

動の地域移行、教科担

任制・学年担任制）を推

進する。 

・時差勤務の活用事例を

働き方改革通信等で紹

介する。 

・時差勤務の活用を促進

するための取組（教科

担任制・学年担任制）を

推進する。 

目標値等 活用校 60％ 活用校 80％ 活用校 100％ 

 

 

 

窓２⑦ 同僚との協働・分担 

タイトル 出退勤管理システムを活用した工夫改善 

取組内容 ・学校園の管理職は、校務支援システム出退勤記録の機能を利用して、所属教職

員の在校等時間を把握したり、働き方の様子を観察したりします。これらの情

報を基に、個々の実態に即した業務の進め方を助言したり、業務の協働・分担

を図ったりして、時間外在校等時間の削減と負担感の軽減に努めます。 

・教育委員会は、全学校園の実態を把握し、学校園に応じた指導助言をすること

で、時間外在校等時間の削減を支援します。また、ストレス度との関連を見て

いくことで、教育の充実とやりがいにつながる支援を行います。 

担当課 学校人事課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・在校等時間の把握とス

トレス度との関連か

ら、時間外在校等時間

の削減、教育の充実と

やりがいにつながる支

援を行う。 

・支援の継続、支援の見直

しと工夫。 

  

目標値等 指標の達成度６割以上 指標の達成度７割以上 指標の達成 
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窓３ 教育委員会等との協働・分担 
 

窓３① 教育委員会等との協働・分担 

タイトル 各研修の精選及び研修履歴の記録のデータ化 

取組内容 ・「研修受講履歴記録システム及び教員研修プラットフォーム」（新システム）の

一体的運用を推進します。 

・教員研修プラットフォームに掲載される研修動画コンテンツ（オンデマンドコ

ンテンツ）の活用を図り、受講者が多くのオンデマンドコンテンツの中から自

ら選択し、いつでも、どこでも研修できるようにします。 

・新システムを運用することで、各自の研修履歴がデータ化され、蓄積されるこ

とによって、自身のこれまでの研修の足跡をたどったり、今後の研修内容の決

定に役立てたりすることができるようになります。 

担当課 総合教育センター 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・教員研修プラットフォ

ームに掲載のオンデマ

ンドコンテンツの活用

について周知する。 

・オンデマンドコンテン

ツを若手研修、中堅教

諭等資質向上研修の選

択研修の対象とする。 

・若手研修、中堅教諭等

資質向上研修の選択研

修の対象とするオンデ

マンドコンテンツを増

やす。 

目標値等 全受講者の 10％がオンデ

マンドコンテンツを活用

する。 

オンデマンドコンテンツ

の受講者数が前年度を上

回る 

オンデマンドコンテンツ

の受講者数が前年度を上

回る 

 

窓３② 教育委員会等との分担・協働 

タイトル 学校給食費の公会計化 

取組内容 ・教員の多忙化解消に向けた「学校における働き方改革」の具体的な方策の一つ

として、学校給食費を公会計化し、徴収管理を市が実施します。 

・教職員の負担となっている給食費の徴収や未納・返金対応事務を教育委員会事

務局の業務とすることで、徴収管理や督促業務に費やしていた時間を軽減し、

子どもたちに向き合う時間を増やします。 

・公会計化は、令和７年度内の実現を目指しており、令和６年度は移行に向けた

準備を行います。令和８年度は移行後のシステムの稼働や徴収管理等を点検し

ます。 

担当課 保健給食課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・学校給食費徴収・管理シ

ステムの構築 

・保護者への周知、給食の

申込、口座情報登録 

・システム操作研修 

・給食費管理に係る条例

の施行規則等の制定 

・未回収債権の確認と引

継ぎ 

・公会計化への移行 ・公会計移行後の運用確    

認 

目標値等 システム構築の完了と研

修の実施 

公会計への移行完了 移行後の運用確認 
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窓３③ 教育委員会等との協働・分担 

タイトル 学校問題の解決を支援する取組の強化 

取組内容 ・社会環境が多様化、複雑化する中で、保護者や地域からの過剰な苦情や不当な

要求など、学校だけでは解決が難しい事案について学校運営上の大きな課題と

の認識が強まっており、経験豊かな学校管理職ＯＢ等の活用等も含め、様々な

専門家と連携した「行政」による支援が必要とされています。様々な専門家が

参画する体制を整備し、学校のみによる対応としない、行政による学校問題解

決のための新たな支援体制を構築していきます。 

担当課 教育総務課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・学校や保護者等からの

直接相談を受け付け、

専門家の意見も踏まえ

て解決策を整理・提示

する、組織横断的な「チ

ーム」の設置を検討す

る。 

・チームを設置し、新規体

制の効果検証を実施

し、本市に相応しい体

制を構築する。 

・学校問題解決支援の継    

続 

目標値等 学校問題解決支援チーム

の設置 

学校問題解決支援チーム

の継続 

学校問題解決支援チーム

の継続 

 

窓３④ 教育委員会等との協働・分担 

タイトル 快適な学校施設の整備 

取組内容 ・教育委員会は施設改修の際に学校園と意見交換、協議を行いながら、学校園施

設が教職員や児童生徒にとって快適な施設となるよう環境整備に努め、教職員

の負担感の軽減を図っていきます。 

・季節や天候に左右されずに全ての教室で計画通りの授業が行えるよう、特別教

室への空調設置を進め、学校園運営を支援していきます。 

担当課 施設課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・施設管理者の意向を踏

まえながら大規模改造

工事の施設整備を進め

る。 

・「既設空調の更新時期」、

「大規模改造工事の実

施時期」と同時に設置

するとともに、特別教

室単独での設置も合わ

せて進める。 

・施設管理者の意向を踏

まえながら大規模改造

工事の施設整備を進め

る。 

・「既設空調の更新時期」、

「大規模改造工事の実

施時期」と同時に設置

するとともに、特別教

室単独での設置も合わ

せて進める。 

・施設管理者の意向を踏

まえながら大規模改造

工事の施設整備を進め

る。 

・「既設空調の更新時期」、

「大規模改造工事の実

施時期」と同時に設置

するとともに、特別教

室単独での設置も合わ

せて進める。 

目標値等 大規模改造工事実施 

７校 

特別教室空調設置 

23 校 

大規模改造工事実施 

（10）校 ※ 

特別教室空調設置 

14 校 

大規模改造工事実施 

（10）校 ※ 

特別教室空調設置 

14 校 

※大規模改造工事実施数は、令和３年度実施の老朽度調査の結果を勘案し、国の

予算状況を見ながら毎年度設定します。 
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窓３⑤ 教育委員会等との協働・分担 

タイトル 統合型校務支援システムによる事務の効率化 

取組内容 ・市立幼稚園へ統合型校務支援システムを導入し、園と学校や教育委員会との情

報共有方法の改善を図るとともに、文書処理などの様々な校務の効率化に取り

組みます。 

担当課 学務課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・市立幼稚園５園へ統合

型校務支援システムを

導入 

・統合型校務支援システ

ムの保守管理 

・統合型校務支援システ

ムの保守管理 

目標値等 幼稚園への導入 校務の効率化に向けた保

守管理 

校務の効率化に向けた保

守管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

窓３⑥ 教育委員会等との協働・分担 

タイトル 教育実践などに役立つコンテンツの共有 

取組内容 ・よりよい授業づくりを効率よく行うために、多様な実践や良質なコンテンツを

共有できる場を構築します。 

・総合教育センターのホームページをリニューアルし、「学校で使えるデジタルコ

ンテンツ」の内容を充実させる。学習指導案や掲示用教材、学習プリントなど

授業に使えるデータを提供します。 

・幼・小・中学校の教育研究協議会と連携し、良質なコンテンツの充実を進めま

す。授業づくりにかかわる資料作成の支援をすることで、準備にかかる負担軽

減を図ります。 

  

担当課 総合教育センター 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・総合教育センターの HP

をリニューアルし、見

やすく、活用しやすい

フォームにする。  

・ニーズに応じたデジタ

ルコンテンツを増や

し、活用を図る。 

・教職員アンケート（任

意）を実施し、教職員の

満足度を把握する。 

・アンケート結果を基に

デジタルコンテンツの

内容の一層の充実を図

る。 

目標値等 閲覧数が前年度を上回る 閲覧数が前年度を上回る 閲覧数が前年度を上回る 
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窓３⑦ 教育委員会等との協働・分担 

タイトル Well-Being 通信による好事例の共有 

取組内容 ・第４次多忙化解消計画「教職員 Well-Being 計画」に係る教育委員会の施策を分

かりやすく伝えます。 

・「教職員 Well-Being 計画」に基づいて、働き方改革を推進したり、成果を上げ

たりしている学校園の取組や教職員の様子を紹介して、学校園全体の働き方改

革に対する意識を向上を図ります。 

担当課 学校人事課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・第４次多忙化解消計画

「教職員Well-Being計

画」に係る教育委員会

の施策の解説 

・学校園の取組の取材 

・好事例の共有 

・学校園の取組の取材 

・好事例の共有 

・学校園の取組の取材 

・好事例の共有 

・第４次多忙化解消計画

「教職員Well-Being計

画」の成果と課題の共

有 

目標値等 第４次多忙化解消計画

「教職員 Well-Being 計

画」の周知 

各校種（小・中・特など）

ごとの好事例の共有 

各校種の好事例数増加 

 

 

窓３⑧ 教育委員会との協働・分担 

タイトル 長期休業中の学校閉庁日、休暇取得促進日の設定 

取組内容 ・夏季休業中の旧盆期間、冬季休業中の年末年始期間に学校閉庁日、その前後の

期間に休暇取得促進日を設定します。また、学校閉庁日における緊急時の連絡

等を教育委員会が行う体制を継続します。 

・校内で研修や会議等を設定しないことで、休暇を取得しやすい環境を作ります。 

担当課 学校人事課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・閉庁日、促進日設定の原

則に則り、前年度に示

した計画をもとに、夏

季休業及び冬季休業に

学校閉庁日・休暇取得

促進日を設定する。休

業前には学校園に周知

し、確実な実施を図る。 

・原則に則り、前年度に示

した計画をもとに、夏

季休業及び冬季休業に

学校閉庁日・休暇取得

促進日を設定する。休

業前に学校園に周知

し、確実な実施を図る。

休業日設置の原則の見

直しを検討する。 

・原則の見直しをもとに、

前年度に示した夏季休

業及び冬季休業に学校

閉庁日・休暇取得促進

日を設定する。休業前

に学校園に周知し、確

実な実施を図る。 

目標値等 学校閉庁日、年休取得促

進日設定の継続 

学校閉庁日、年休取得促進

日設定の継続 

学校閉庁日、年休取得促

進日設定の継続 
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窓３⑨ 教育委員会等の協働・分担 

タイトル 講師等の確保と研修体制の充実 

取組内容 ・代替講師の不足状況を解消し、休みやすい環境をつくります。 

・講師に対する適切な研修を通して、講師の力量の向上と教育現場でのやりがい

の向上を図ります。 

担当課 学校人事課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・ペーパーティーチャー

に対する働きかけ。 

・Ⅹ（エックス）による講

師の募集案内 

・講師のための力量向上

研修 

・ペーパーティーチャー

に対する働きかけ。 

・Ⅹ（エックス）による講

師の募集案内 

・講師のための力量向上

研修 

・講師登録者一斉連絡シ

ステムの構築 

・ペーパーティーチャー

に対する働きかけ。 

・Ⅹ（エックス）による講

師の募集案内 

・講師のための力量向上

研修 

目標値等 年度初めの欠員０   

講師の教育への「やりがい」肯定評価 80％以上 

年間を通して欠員０ 

 

 

窓３⑩ 教育委員会等の協働・分担 

タイトル 電話応対時間の短縮に向けた工夫 

取組内容 ・全市統一ルールを基本として、電話応対の時間の短縮を進め、可能な限り勤務

時間内で電話応対を受ける工夫をします。 

・電話応対終了時刻 18時を目標として工夫し、可能な時期に統一ルールを見直し

て改訂版を周知します。 

担当課 学校人事課 

３年間の具

体的な実施

内容 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・電話応対時間について

基準時刻の弾力化 

・電話応対終了時刻 

（幼稚園 17:00～18:00） 

（小学校 17:00～18:00） 

（中学校 18:00～19:00） 

・電話応対時間について

基準時刻の弾力化 

・電話応対終了時刻 

（幼稚園 17:00～18:00） 

（小学校 17:00～18:00） 

（中学校 18:00～19:00） 

 

・部活動地域移行に伴う

中学校の終了時刻の見

直し 

・全市の電話応対統一ル

ールについて、改訂版を

地域保護者に周知 

（全市終了時刻を 18 時） 

※ただし、明鏡高校夜間を

除く。 

目標値等 冬期間の電話応対終了 30 分繰り上げ 電話応対全市終了 18 時 
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教育を行う幸せのために 

教育実践のコンテンツを充実さ

せ、素早く必要な教育情報を得

ることができることで、充実し

た授業準備ができ、やりがいの

ある指導が可能となります。 

特別支援教育のサポ

ート体制を充実させ、

教員が自信をもって

支援が必要な児童生

徒に対応することが

可能となります。 

指導体制の工夫をするこ

とで、教員個々の持ち味を

生かすことが可能となり

ます。児童生徒にとっても

複数の大人で対応するこ

とが可能となります。 


